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平成２０年６月２４日  

 

 情報通信審議会電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                       接 続 委 員 会 

                          主 査    東 海  幹 夫 

 

 

報 告 書 

 

 

平成２０年４月２２日付け諮問第１２０６号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが適

当と認められる。 

 

２  また、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は別添のとおりである。 

 

  

１ 



電気通信事業法施行規則等の一部改正に対する意見及びその考え方 

 

１．総論 

意   見 再  意  見 考  え  方 

 意見１ ＮＧＮとひかり電話網の指定は公正な競争環

境整備及び利用者利便の向上の観点から不可欠

な措置であり、当該指定に伴う規定整備に賛同。 

再意見１ 考え方１ 

○ 平成 20 年 3 月 27 日に総務省より公表された「次

世代ネットワークに係る接続ルールの在り方につい

て 答申」（以下、「答申」という。）において、NTT 東

西の次世代ネットワーク（以下、「NTT-NGN」とい

う。）及びひかり電話網は、新たに第一種指定電気

通信設備として指定することが適当との結論がなさ

れました。弊社共としましては、当該指定は公正な競

争環境整備及び利用者利便の向上の観点からも不

可欠な措置と考えるため、今回当該指定に伴い必要

な規定整備を行うことに賛同いたします。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンク

モバイル） 

－ － 

 意見２ ＦTTH 市場を中心に電気通信市場における

競争状況を定期的に評価の上、ＮＴＴ東西の独占状

況の改善が見られない場合には、答申における考

え方の修正も含め、各種規定の見直しに取り組む

ことを要望。 

 再意見２  考え方２ 

○ NTT-NGN とひかり電話網を第一種指定電気通信

設備として指定することは、 低限必要なルール化を

行うことに過ぎず、第一種指定電気通信設備制度の

趣旨に鑑み、今回の指定が接続事業者の当該設備

利用を促進し、かつ公正な競争を促進するものとす

べく、各機能のアンバンドル等の詳細を規定する必要

がありますが、この観点からは、弊社共は今回の規

定整備には依然不十分な点が残されていると考えま

－ ○ 情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る

接続ルールの在り方について」（平成２０年３月２７

日情審通第５３号。以下「答申」という。）を踏まえ、

競争セーフガード制度の対象として、第一種指定

電気通信設備の指定範囲等に加えてアンバンドル

すべき機能を追加するなど、接続ルールの基本的

な枠組みについては定期的に検証することとして

おり、これに加えて、接続ルールに見直すべき点

別添 

 ２
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す。 

従って、弊社共としては、今回の規定整備におい

て、見直しを行うことを要望するとともに、今後、ＦTTH

市場を中心に電気通信市場における競争状況を定

期的に評価の上、NTT 東西の独占状況の改善が見

られない場合には、総務省において答申における考

え方の修正も含め、各種規定の見直しについて厭わ

ず取り組まれることを要望いたします。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモ

バイル） 

が生じた場合は適時適切に対応することにより、

次世代ネットワーク（以下「ＮＧＮ」という。）を巡る

競争環境の変化に即応した接続ルールの見直し

を行うことが適当である。 

意見３ ＮＧＮの技術や機能は、今後様々な変化・発

展の可能性を秘めていること等から、まずは自由競

争による取組を促し、問題が生じたら調整を図ると

いった事後規制とすることを基本とし、規制を 小

化する方向で省令改正案を見直すべき。 

 再意見３  考え方３ 

○ 当社は、安心・安全で信頼性とセキュリティの高い

ネットワークを構築することにより、 

①消費者利便の向上 

②地方における新たな産業育成及び地域経済の

活性化 

③産業界全体の国際競争力の強化 

といった国益増進に貢献していきたいと考えておりま

す。 

また、次世代ネットワーク（以下「ＮＧＮ」という。）の

発展に関する国際的な取り組み競争で少しでも優位

に立てるよう、ＮＧＮの効用を 大限引き出せるよう

なルール作りが肝要であると考えます。 

しかしながら、今回の告示・省令改正案は、平成２

０年３月２７日付け情報通信審議会答申「次世代ネッ

トワークに係る接続ルールの在り方について」（情審

通第５３号。以下「答申」という。）に基づき、我が国で

は、世界で もオープン化が進展し、諸外国と比べ

ても も低廉な光インターネット料金が実現されてい

○ ボトルネック設備である固定系加入者回線と

一体として設置されるＮＴＴ東・西の次世代ネット

ワーク（以下「ＮＧＮ」といいます。）で提供される

サービスが、加入電話のようにＮＴＴ東・西に再

び独占されることのないよう、接続条件の同等

性等、公正競争条件が担保されることは必須で

す。 

「次世代ネットワークに係る接続ルールの在

り方について」情報通信審議会答申（平成２０年

３月２７日。以下「答申」といいます。）Ｐ．１のと

おり、「競争事業者が、ＮＧＮを利用して創意工

夫を活かした多様なサービスを遅滞なく提供可

能な環境を整備することは、公正競争の確保や

利用者利便の向上を図る観点から重要な課題」

との認識のもと、接続ルールが整備されること

は、我が国の情報通信産業の健全な発展を図

るため、大変重要であると考えます。したがっ

て、答申を踏まえ、今回省令等改正を行うこと

○ 答申に示したとおり、従来の回線交換網（以下

「ＰＳＴＮ」という。）からＩＰ網への移行が進展する

中で、ＮＧＮは、我が国における基幹的な通信網

としての性格を有することが想定される。こうした

中、ＮＧＮはシェア７０％超を占めるＦＴＴH サービ

スやシェア７５％超を占めるひかり電話等に利用

されるネットワークであり、他事業者にとって、利

用の公平性が確保された形で、自網とＮＧＮを接

続可能であることがその事業展開上不可欠であ

り、かつ利用者利便の確保の観点からも不可欠で

あることから、ＮＧＮを第一種指定電気通信設備

に指定することとする本省令案等は適当である。 

   また、本省令案等に新たに規定されたアンバン

ドル機能は、他事業者からの要望があり技術的

に可能な場合は、過度の経済的負担がない限り

アンバンドルして提供しなければならないという基

本的考え方を踏襲した上で、既存サービスを提供

するための機能はアンバンドルする一方、ＮＧＮ
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るにもかかわらず、ＮＧＮやひかり電話網の指定設

備化、ＩＰ－ＩＰ接続機能やイーサネット接続機能等の

新たなアンバンドル義務の設定等、電話時代の発想

に基づく規制強化の内容となっております。 

ＮＧＮの技術や機能については、国際的な標準化

の途上にあり、今後様々な変化・発展の可能性を秘

めている中で、当初からこうした予断に基づき日本独

自のルールを導入することは、世界のＩＰ網の中で孤

立化を招き、国際的な競争から取り残され、結果的

に我が国における新たなサービス・ビジネス・技術の

展開を抑制し、多様化・高度化するお客様ニーズへ

の迅速かつ柔軟な対応を妨げることになり、お客様

にとっての利便性が大きく低下する等重大な問題が

生じることになると考えます。 

したがって、まずは自由競争による取り組みを促

し、問題が生じたら調整を図るといった事後規制とす

ることを基本とし、規制を 小化する方向で今回の

告示・省令改正案を見直していただきたいと考えま

す。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ 当社の次世代ネットワークは、お客様に、既存のＩＰ

ブロードバンドサービスをより安心してご利用いただ

くと共に、より広帯域で帯域確保型の新サービスも追

加的にご利用いただけるようにするため、既存の地

域ＩＰ網・ひかり電話網を大容量化・高度化していくも

のであり、既存のＰＳＴＮ網と別に構築していくもので

す。 

次世代ネットワークは、標準化動向やお客様ニー

ズ等を踏まえながら、これから徐々に発展していくネ

ットワークであり、技術的にもサービス的にも将来の

予見が難しいものであり、また、その構築、技術開発

及びサービス開発の面で、当社も他事業者も同じス

は適切です。 

ボトルネック設備である固定系加入者回線と

一体として設置されるＮＧＮは、競争事業者の

事業展開上不可欠であり、また、利用者の利便

性の確保という観点からも当該ネットワークの

利用が確保されることが不可欠であることから、

その接続条件は、競争の促進及び利用者利便

の増進の観点から極めて重要なものとなってい

ます。また、ＮＴＴ東・西は、接続において圧倒的

に優位な立場に立ち得ることから、事業者間協

議により合理的な条件で合意することが期待し

にくい構造となっています。したがって、第一種

指定電気通信設備制度（ボトルネック設備に着

目した特別な接続ルール）をＮＴＴ東・西に対し

て追加的に適用することは大変重要な措置であ

ると考えます。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

固有の新規機能（帯域制御機能等）はアンバンド

ルしないこととしている。これに加え、本省令案等

の附則では、接続料原価を算定するために必要

なコストドライバの状況やアンバンドル機能の利

用の動向等を勘案し、本省令案等の施行後も必

要に応じて所要の検討・措置を行う旨を明確化し

ており、答申に基づく規定整備として適当と考え

られる。 
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タートラインに立っており、今後の発展は各事業者の

創意工夫や努力如何にかかっているところです。 

このような環境下において、なお、従来の競争政

策（ボトルネック設備を指定し、その設備を公定料金

で内外無差別に貸し出しさせる仕組み）を継続した

場合、自ら努力して設備を造るよりも、他人が努力し

て造った設備を借りた方が有利となることから、本来

行われるべき設備競争は進展せず、特定の事業者

の設備独占の上にサービス競争のみが展開される

構造を変化させることはできないため、結果、設備競

争とサービス競争の適正なバランスを図っていくこと

ができなくなると考えます。 

当社だけでなく、ＫＤＤＩ殿やソフトバンクテレコム殿

も自前の次世代ネットワークを構築されることを表明

され、これから本格的に構築されようとしている時期

であるからこそ、ここは従来の発想を転換して、２１

世紀のＩＰブロードバンド時代に相応しい競争政策に

思い切って舵を切り、各事業者が自らのリスクで自

前のネットワークを構築し、技術を開発し、それぞれ

の創意工夫によりお客様のニーズに即したサービス

を提供するよう促す競争環境を整備することで、お客

様利便の向上、ＩＣＴ産業の成長・拡大、ひいては我

が国全体の経済の活性化、国際競争力の維持・向

上を図るべきです。 

情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る

接続ルールの在り方について」において示された内

容は、全体として、一部の他事業者の漠然とした想

定や懸念に基づく意見が採用されており、当社の次

世代ネットワークに対して、新たなアンバンドル義務

を課そうとする等、規制強化色が極めて濃いものと

なっています。次世代ネットワークの技術や機能が

今後どのように変化・発展していくか不透明な状況に

あり、また、接続事業者のネットワークについてもそ

の詳細や接続のプロトコルが未だ明らかになってお
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らず、具体的なサービス内容も定まっていない現段

階において、次世代ネットワークの構築や新規サー

ビス開発を進めようとしている事業者の意欲を殺ぎ、

多様なＩＰブロードバンドサービスの芽を摘むことがな

いよう、あえて事態の推移を先回りした想定や懸念

に基づき、当社の次世代ネットワークに対して、従来

と同様の「造るより借りた方が得」になるようなオープ

ン化規制を課すのではなく、各事業者に自由に事業

展開を行わせるべきであり、万一それによって問題

が生じたとしても、事後的に問題を解決する姿勢に

徹することで、ＩＰブロードバンドサービス市場のダイ

ナミックな発展を促し、健全な競争を促進すべきと考

えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 

２．ＮＧＮ及びひかり電話網の第一種指定電気通信設備の指定対象への追加（電気通信事業法施行規則改正及び指定告示改正関係） 

 意見４ ＳＩＰサーバは、ＮＧＮやひかり電話網のルー

タや伝送路設備とともに中核的機能を果たすもので

あり、第一種指定電気通信設備の対象に追加する

ことに賛同。 

再意見４ 考え方４ 

○ SIP サーバは、その有するサービス品質や回線認

証等の制御機能とルータが連携してセッション制御

を行う中核的機能を果たすものであり、NTT-NGN や

ひかり電話網においてルータや伝送路設備とともに

ネットワークを構成する主要な設備であることから、

SIP サーバを第一種指定電気通信設備の対象に追

加することは必要と考えます。 

なお、ネットワークの中核的機能を果たすものとし

て SIP サーバ以外の設備も存在するのであれば（例

えば、SDP を司る設備等）、当該設備が指定から外

れているということでは、NTT-NGN やひかり電話網

を第一種指定電気通信設備に指定する目的を果た

せないこととなるため、このような事態を回避すべく、

○ ＳＩＰサーバに限らず当社のＮＧＮ、地域ＩＰ網及び

ひかり電話網等のＩＰ通信網については、以下の観

点から、指定電気通信設備の対象から除外すべき

であると考えます。 

 

（１）世界的に も徹底したオープン化を図ってきた

結果、他事業者が独自にＩＰ通信網を構築できる

環境は十分整っており、現に他事業者は独自の

ＩＰ通信網を既に構築し、既に約１，５００万

（H19.12 末：東西計）のユーザを獲得しているこ

とから、当社のＮＧＮをはじめとするＩＰ通信網に

ボトルネック性はないこと。 

（２）ブロードバンド市場においては、熾烈な競争が

○ ＳＩＰサーバは、収容ルータと連携して帯域制御

機能等を提供するＮＧＮ等を構成する主要設備で

あり、ＮＧＮ等を第一種指定電気通信設備に指定

するに際し、ＳＩＰサーバも含めて規定整備する本

省令案等は適当と考えられる。 

   なお、第一種指定電気通信設備の指定方法を

ポジティブリスト方式に変更すべきとの再意見につ

いては、電気通信市場において急速な技術革新・

ネットワーク構造の変化が生じている状況や、ＮＴ

Ｔ東西の設備についてＮＴＴ東西と競争事業者等と

の間に情報の非対称性が存在していることにかん

がみれば、ポジティブリスト方式に変更した場合、

ボトルネック性を有する設備であるにもかかわら
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NTT-NGN やひかり電話網を構成する主要な設備の

指定漏れが発生しないように省令を規定して頂きた

いと考えます。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンク

モバイル） 

展開されており、ＮＴＴのシェアは首都圏が４

１％、近畿圏で３８％（H19.12 末現在）と、既に競

争が大きく進展していることから、当社のＮＧＮを

はじめとするＩＰ通信網だけを規制する理由はな

いこと。 

（３）諸外国においてもＮＧＮを含むＩＰ通信網を規

制している例はないこと。 

 

なお、現行の指定告示の規定方法は、「指定し

ない設備を具体的に列挙する方法」となっておりま

すが、接続ルールは当社の財産権を制限する面

を有しており、このような私権を制限する対象とな

る設備は、規制する立場にある行政当局が個別に

不可欠性を挙証できた必要 小限のものに限定

すべきであると考えます。（こうした必要 小限の

ものに規制を限定するという考えは、累次の規制

緩和・規制改革論議の中で繰り返し確認されてき

た原則です。） 

また、新たに導入する設備が不可欠性を有する

ことになるかどうかは、導入当初では判断できない

はずであり、むしろ現に指定されているルータ等の

局内装置については、他事業者が自ら設置し、ま

た 新の設備を自由自在に更改しており、当社の

局内装置を利用されるケースはほとんど皆無であ

ることを踏まえれば、不可欠性はないものと考えま

す。 

したがって、現行の指定告示の規定方法（「指定

しない設備を具体的に列挙する方法」）を、「指定

する設備を具体的に列挙する方法」に改め、規制

の対象は、個々の設備ごとに行政が不可欠性を

挙証できたものだけを追加する方法に変更してい

ただきたいと考えます。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

ず、一定期間指定されない場合が生じ得ることか

ら、ネガティブリスト方式を引き続き採用することが

適当と考えられる（情報通信審議会答申「コロケー

ションルールの見直し等に係る接続ルールの整備

について」（平成１９年３月３０日情審通第３４

号））。 
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○ 当社の次世代ネットワーク及び既存の地域ＩＰ網

には、以下の観点からボトルネック性はなく、それ

らネットワークを構成する電気通信設備を指定電

気通信設備の対象とすることは適当でないと考え

ます。 

 

①他事業者がＩＰネットワークを自前で構築する

際の素材となる基盤設備は、線路敷設基盤を

含め、世界的に もアンバンドリング／オープ

ン化が進展しており、また、ＩＰネットワークの

自前構築に必要なルータ等の電気通信設備

は市中で調達することが可能であるため、意

欲ある事業者であれば、自ら設備を構築し、

当社と同様のネットワークを自前構築すること

は十分可能となっている。 

 

②現に、他事業者は独自のＩＰネットワークを構

築し、当社に匹敵するブロードバンドユーザを

獲得している。（ＦＴＴＨ・ＣＡＴＶブロードバンド

サービス市場で見た場合、当社のシェアは西

日本マクロで 47.8%（平成 19 年 12 月末）に止

まり、30 府県中 17 府県で当社シェアが 50%を

下回り、うち 9 県では CATV 事業者殿のシェ

アが当社シェアを上回っている。三重、富山、

福井、山口のＣＡＴＶ事業者殿のシェアは、

67%、 61%、57%、52%（平成 19 年 12 月末）と、

当社のシェアを遥かに凌いでいる状況。 

    このように、ブロードバンドサービス市場では、

当社と他事業者の間で多様な競争が進展し

ている。) ⇒別添参照（省略） 

 

③その結果、地域ＩＰ網の接続料として、平成 13

年より、接続約款に「ルーティング伝送機能」
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を規定していたものの、平成 18 年に開始され

たＮＴＴ東西間接続という一例以外には利用

実績がないこと。また、自社ＩＰ網からの接続

先を自社ＩＳＰ網のみとする垂直統合型ビジネ

スモデルを採用されている事業者の場合、地

域ＩＰ網に全く依存することなく事業展開されて

おり、現に事業展開に支障が生じている事実

はない。 

 

④アクセス回線のボトルネック性に起因する影

響は、オープン化によって遮断されて 

 おり、他事業者はアクセス回線からの影響を

受けることなくネットワークを構築可能 

 であるため、当社のアクセス回線のシェアが高

いかどうかは当社の次世代ネットワー 

 クや地域ＩＰ網自体のボトルネック性の有無の

判断にあたって直接関係がない。 

 

また、平成 16 年 7 月に集合住宅ユーザ向けＩＰ

電話サービスに用いるルータについて、また、平

成 17 年 7 月に集合住宅ユーザ向けＩＰ電話サー

ビスに用いるルータについて、指定電気通信設備

に該当するか否かが検討された際、指定電気通

信設備に該当するか否かの判断にあたっては、市

場調達可能性や他事業者が同様のサービスを提

供できるか否かを個別に検討した上で判断すべき

ものとされた上で、具体的には、以下の理由によ

り、当該ルータにはボトルネック性が認められない

との整理が図られています。 

 

①当該ルータは、市場で競争的に供給が受けら

れるものであり、容易に調達・設置が可能なも

のである。 

②アクセスラインについては、ＮＴＴ東西の接続
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約款において、「加入者光ファイバ」又は「加

入者光ファイバとメディアコンバータ」といった

単位でアンバンドルがなされている。 

 

③①②により他事業者はＮＴＴ東西のＩＰ電話サ

ービスと同様のサービスを提供することが可

能であり、また、他事業者は既にＮＴＴ東西のＩ

Ｐ電話サービスと同様のサービスを実施して

いる。 

 

当時と現在を比較した場合、ＩＰ電話サービスに

用いるルータの市場調達可能性や、他事業者が

当社のＩＰ電話サービスと同様のサービスを提供で

きるか否かという点においては、何ら状況が変わ

っているものではないことから、ひかり電話網を構

成する電気通信設備についても指定電気通信設

備の対象から除外すべきであると考えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 意見５ ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網等のＩＰ通信

網は、指定電気通信設備の対象から除外すべき。 

再意見５ 考え方５ 

○ 当社のＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網等のＩＰ

通信網については、以下の観点から、指定電気通信

設備の対象から除外すべきであると考えます。 

 

（１）世界的に も徹底したオープン化を図ってきた

結果、他事業者が独自にＩＰ通信網を構築できる

環境は十分整っており、現に他事業者は独自のＩＰ

通信網を既に構築していることから、当社のＮＧＮ

をはじめとするＩＰ通信網にボトルネック性はないこ

と。 

・他事業者が自前の設備を使って独自のＩＰ通信

網を構築できるよう、当社は中継ダークファイバや

局舎コロケーションといった「素材」を 大限提供し

○ 答申Ｐ．９のとおり、「全加入者回線の過半数を

占める加入者回線を設置する事業者が加入者回

線と一体として設置するネットワークは、過半数の

加入者へのアクセスを独占していると捉えることが

可能」との認識のもとにボトルネック設備に着目し

た特別な接続ルールを適用することは、ＮＴＴ東・

西が加入者へのアクセスを独占し、市場支配力を

保持している実態を踏まえた、適切な措置である

と考えます。したがって、答申を踏まえ、今回施行

規則及び指定告示の一部改正を行うことは適切

です。 

 

（１）ＮＧＮ及びイーサネット系サービスのデータ通

○ ＮＧＮを第一種指定電気通信設備に指定するこ

とが適当であるのは、考え方３に示したとおり。 

   また、地域ＩＰ網については、ＮＧＮと当面並存

する状況の中で、現在よりもその規模を拡大する

ことが想定されており、ＮＴＴ東西のＦＴＴH 市場の

シェアが７０％を超える状況の中で新規契約数で

は約８０％を占める状況にあることを踏まえれ

ば、ＦＴＴＨサービス等を提供するネットワークとし

てその重要性は高まりこそすれ、低くなるとは直

ちに判断することはできないこと、また多数のＩＳＰ

事業者が地域ＩＰ網に接続している状況等を踏ま

えれば、答申に示したとおり、引き続き、地域ＩＰ

網を第一種指定電気通信設備に指定することと
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ております。 

  （中継ダークファイバの提供実績：１６４事業者、

３,４０８区間、約５万芯（Ｈ２０．３末ＮＴＴ東日本

エリア）。局舎コロケーションの提供実績：１２７

事業者、１,８８４ビル、約４.５万架（Ｈ１９．３末Ｎ

ＴＴ東日本エリア）。）（別紙１：省略） 

・また、年々多様化する他事業者からの新しい要

望等にお応えするため、新たな貸出し形態の実現

や手続きの迅速化などを通じて、市場拡大・サー

ビス競争の促進に寄与しております。（別紙２：省

略） 

 

（２）競争が進展しているブロードバンド市場におい

て、当社のＮＧＮをはじめとするＩＰ通信網だけを規

制する理由はないこと。 

・ブロードバンド市場では、熾烈な競争が展開され

ており、ＮＴＴ東西のシェアは、首都圏では４１％、

近畿圏では３８％。ＦＴＴＨサービスに限っても首都

圏では６６％、近畿圏では５６％のシェアであり、熾

烈な競争が展開されております（Ｈ１９．１２末時

点）。その結果、この５年間でユーザ料金も大幅に

低廉化してきており、諸外国と比べても も低廉な

光インターネットの料金となっております。（別紙３

～６：省略） 

・ひかり電話についても、加入電話と代替的なサ

ービスとされる直収電話、０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話、ＣＡＴ

Ｖ電話、０５０ ＩＰ電話の合計に占めるＮＴＴ東西の

シェアは２２％程度（東西計：Ｈ１９．１２末時点）、

更に、携帯電話だけを所有されているお客様が増

加していることを鑑み、携帯電話も含めたシェアで

見れば４％程度（同上）に過ぎません。 

 

（３）諸外国においてもＮＧＮを含むＩＰ通信網を規制し

ている例はないこと。 

信網について 

⇒ ＮＴＴ東・西は、独占時代に国民負担で敷設

した線路敷設基盤（局舎・管路・とう道・電柱

等）を保有しています。これらは電気通信事

業に必要不可欠なボトルネック設備です。ボ

トルネック設備である固定系加入者回線と一

体として設置されるＮＴＴ東・西のＮＧＮ自体も

また、同じ線路敷設基盤を用いて構築されま

す。従って、答申Ｐ．１２のとおり、「ＮＧＮは…

第一種指定電気通信設備に指定することが

必要」です。イーサネット系サービスのデータ

通信網についても同様に指定することが必要

です。 

⇒ また、答申Ｐ．１４のとおり、「ＮＴＴ東西のＦＴ

ＴＨユーザは、ＮＧＮの収容ルータに収容され

ると、現時点では、コア網としてＮＧＮ以外の

他事業者網を選択することができない」ことか

ら、ＮＧＮの不可欠性は従来の第一種指定電

気通信設備に比べても高いものであると考え

ます。 

 

（２）地域ＩＰ網について 

⇒ ＮＧＮの稼動後も地域ＩＰ網のボトルネック設

備との一体性は変わりません。答申Ｐ．１６の

とおり、「地域ＩＰ網との接続は、引き続き他事

業者にとって事業展開上不可欠であり、利用

者利便の確保の観点からも不可欠である状

況に変わりはない」だけでなく、「ＮＴＴ東西の

ＦＴＴＨユーザは、地域ＩＰ網の収容ルータに収

容されると、コア網として地域ＩＰ網以外の他

事業者網を選択することができない」ことか

ら、地域ＩＰ網の不可欠性はより一層高まると

考えます。 

したがって、「地域ＩＰ網は、引き続き第一種

する本省令案等は適当である。 

   さらに、ひかり電話網については、第一種指定

電気通信設備の指定対象外とされた０４年度と比

較して、０６年度末には、番号数は約８００倍、サ

ービスシェアも３％から約７５％に飛躍的に上昇し

ていることを踏まえれば、他事業者が、ひかり電

話網のひかり電話ユーザに対する着信サービス

を提供することは、その事業展開上不可欠であ

り、また利用者利便の確保の観点からも不可欠と

なっている状況にあること等から、答申に示したと

おり、ひかり電話網を第一種指定電気通信設備

に指定することとする本省令案等は適当である。 
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 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ 当社の次世代ネットワークは、お客様に、既存のＩＰ

ブロードバンドサービスをより安心してご利用いただ

くと共に、より広帯域で帯域確保型の新サービスも追

加的にご利用いただけるようにするため、既存の地

域ＩＰ網・ひかり電話網を大容量化・高度化していくも

のであり、既存のＰＳＴＮ網と別に構築していくもので

す。既存の地域ＩＰ網・ひかり電話網から次世代ネット

ワークへの移行にあたっては、次世代ネットワークの

エリア拡大過程において、当面の新規需要にも対応

していく必要があることから、当面はオーバーレイ的

に運用・展開していかざるを得ませんが、まずは、ひ

かり電話網の中継面から次世代ネットワーク用の装

置に置き換えていき、 終的にはエッジルータを含

め、既存の地域ＩＰ網・ひかり電話網を次世代ネットワ

ークに置き換えていくこととしています。 

次世代ネットワークは、標準化動向やお客様ニー

ズ等を踏まえながら、これから徐々に発展していくネ

ットワークであって、技術的にもサービス的にも将来

の予見が難しいものであり、また、その構築、技術開

発及びサービス開発の面で、当社も他事業者も同じ

スタートラインに立っており、今後の発展は各事業者

の創意工夫や努力如何にかかっているところです

が、このような環境下において、あえて事態の推移を

先回りした想定や懸念に基づき、当社の次世代ネッ

トワークに対して、従来と同様の「造るより借りた方

が得」になるようなオープン化規制を課した場合、次

世代ネットワークの構築や新規サービス開発を進め

ようとしている事業者の意欲を殺ぎ、多様なＩＰブロー

ドバンドサービスの芽を摘むことになりかねません。

そのため、各事業者に自由に事業展開を行わせる

べきであり、万一それによって問題が生じたとして

指定電気通信設備に指定することが当面必

要」です。 

 

（３）ひかり電話網について 

⇒ ひかり IP 電話サービスは加入電話の代替

サービスであり、フレッツサービスの付加サー

ビスでもあります。フレッツサービスのネットワ

ークである地域ＩＰ網が指定設備であることか

ら、ひかりＩＰ電話のネットワークも本来、当初

から指定されておくべきものでした。加入電話

におけるボトルネック独占の弊害は、ひかりＩ

Ｐ電話に引継がれ、引続き維持される懸念が

大きいと考えられます。 

また、答申Ｐ．１９のとおり、「ひかり電話網

は、光ファイバ回線をアクセス回線としてお

り、前述のＮＧＮや地域ＩＰ網と同様に、ＮＴＴ

東西のＦＴＴＨユーザは、ひかり電話網の収容

ルータに収容されると、コア網としてひかり電

話網以外の他事業者網を選択することがで

きない」ことから、ひかり電話網の不可欠性は

より一層高まると考えます。したがって、ひか

り電話網は、「第一種指定電気通信設備に指

定することが必要」です。 

  

（ＫＤＤＩ） 
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も、事後的に問題を解決する姿勢に徹することで、ブ

ロードバンド市場のダイナミックな発展を促し、健全

な競争を促進すべきと考えます。 

 

そもそも、既存の地域ＩＰ網自体、以下の観点から

ボトルネック性はなく、指定電気通信設備の対象か

ら除外いただく必要があると考えますが、当社の次

世代ネットワークについても、上述のとおり、既存の

地域ＩＰ網を大容量化・高度化していくものに過ぎな

いため、地域ＩＰ網と同様、指定電気通信設備の対象

とすることは適当でないと考えます。 

① 他事業者がＩＰネットワークを自前で構築する際

の素材となる基盤設備は、線路敷設基盤を含め、

世界的に もアンバンドリング／オープン化が進

展しており、また、ＩＰネットワークの自前構築に必

要なルータ等の電気通信設備は市中で調達

することが可能であるため、意欲ある事業者であ

れば、自ら設備を構築し、当社と同様のネットワー

クを自前構築することは十分可能となっている。 

② 現に、他事業者は独自のＩＰネットワークを構築

し、当社に匹敵するブロードバンドユーザを獲得し

ている。（ＦＴＴＨ・ＣＡＴＶブロードバンドサービス市

場で見た場合、当社のシェアは西日本マクロで

47.8%（平成 19 年 12 月末）に止まり、30 府県中 17

府県で当社シェアが 50%を下回り、うち 9 県では

CATV 事業者殿のシェアが当社シェアを上回って

いる。三重、富山、福井、山口のＣＡＴＶ事業者殿

のシェアは、67%、61%、57%、52%（平成 19 年 12 月

末）と、当社のシェアを遥かに凌いでいる状況。こ

のように、ブロードバンドサービス市場では、当社

と他事業者の間で多様な競争が進展している。)

⇒ 別紙１参照（省略） 

③ その結果、地域ＩＰ網の接続料として、平成 13 年

より、接続約款に「ルーティング伝送機能」を規定
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していたものの、平成 18 年に開始されたＮＴＴ東

西間接続という一例以外には利用実績がないこ

と。また、自社ＩＰ網からの接続先を自社ＩＳＰ網の

みとする垂直統合型ビジネスモデルを採用されて

いる事業者の場合、地域ＩＰ網に全く依存すること

なく事業展開されており、現に事業展開に支障が

生じている事実はない。 

④ アクセス回線のボトルネック性に起因する影響

は、オープン化によって遮断されており、他事業者

はアクセス回線からの影響を受けることなくネット

ワークを構築可能であるため、当社のアクセス回

線のシェアが高いかどうかは地域ＩＰ網自体のボ

トルネック性の有無の判断にあたって直接関係が

ない。 

 

したがって、当社の次世代ネットワークの設備を第

一種指定電気通信設備の対象に追加する指定告示

改正を行うことは適当でないと考えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

意見６ ＩＰ電話サービスに用いるルータの市場調達可

能性や他事業者もＩＰ電話サービスと同様のサービ

スを提供できる点から、ひかり電話網のルータは、

従来どおり、指定電気通信設備の対象から除外す

べき。 

再意見６ 考え方６ 

○ 平成 16 年 7 月に集合住宅ユーザ向けＩＰ電話サー

ビスに用いるルータについて、また、平成 17 年 7 月

に集合住宅ユーザ向けＩＰ電話サービスに用いるルー

タについて、指定電気通信設備に該当するか否かが

検討された際、指定電気通信設備に該当するか否か

の判断にあたっては、市場調達可能性や他事業者が

同様のサービスを提供できるか否かを個別に検討し

た上で判断すべきものとされた上で、具体的には、以

下の理由により、当該ルータにはボトルネック性が認

－ （考え方５に同じ） 



 １５

められないとの整理が図られています。 

① 当該ルータは、市場で競争的に供給が受けられ

るものであり、容易に調達・設置が可能なものであ

る。 

② アクセスラインについては、ＮＴＴ東西の接続約款

において、「加入者光ファイバ」又は「加入者光ファ

イバとメディアコンバータ」といった単位でアンバン

ドルがなされている。 

③ ①②により他事業者はＮＴＴ東西のＩＰ電話サービ

スと同様のサービスを提供することが可能であり、

また、他事業者は既にＮＴＴ東西のＩＰ電話サービス

と同様のサービスを実施している。 

 

当時と現在を比較した場合、ＩＰ電話サービスに用

いるルータの市場調達可能性や、他事業者が当社の

ＩＰ電話サービスと同様のサービスを提供できるか否

かという点においては、何ら状況が変わっているもの

ではないことから、当該ルータは、従来どおり、指定

電気通信設備の対象から除外すべきであり、ひかり

電話網のルータを第一種指定電気通信設備の対象

に追加する指定告示改正を行うことは適当でないと

考えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 意見７ イーサネット系サービス等のデータ通信網に

は、指定電気通信設備の対象から除外すべき。 

 再意見７  考え方７ 

○ イーサネット系サービス等のデータ通信網について

は、以下の観点から、指定電気通信設備の対象から

除外すべきであると考えます。 

・イーサネットサービスの市場シェアは、ＮＴＴ東：１４.

５％、ＮＴＴ西：１３.１％に対して、アンバンドルを要望

しているＫＤＤＩ殿のシェアは２３.６％となっており（Ｈ１

８．９末時点）、競争は十分に進展していること。 

・また、イーサ装置の価格は１台当たり百万円から数

○ 答申Ｐ．１２のとおり、「ＮＧＮは…第一種指定電

気通信設備に指定することが必要」です。イーサ

ネット系サービスのデータ通信網についても同様

に指定することが必要です。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

○ イーサネットサービスについては、ユーザのネッ

トワーク全体を単一の事業者が一括して提供す

ることが望ましいという特性があること、また今後

需要が高速化することが想定されることにかんが

みれば、ＮＴＴ東西が従来の県域を超えた県間の

サービスに進出するに際しては、利用の公平性

の確保等の公正競争を担保する措置が必要であ

り、答申に示したとおり、イーサネットを第一種指



 １６

百万円程度であり、当社又は電力系事業者等から光

ファイバを借り、自前で装置を当社ビル等にコロケー

ションすれば、他事業者は同等のサービス提供が可

能となっており、現にそれらを利用してサービスを提

供していること。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

定電気通信設備に指定することとする本省令案

等は適当である。 

 意見８ メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局

内装置類や局内光ファイバは、指定電気通信設備

の対象から除外すべき。 

 再意見８  考え方８ 

○ メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局内装置

類や局内光ファイバについては、以下の観点から、

指定電気通信設備の対象から除外すべきであると考

えます。 

・メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局内装置

類は、誰でも容易に調達・設置可能であり、現に他事

業者は局舎コロケーションを利用して自ら設置（例. 

ＯＬＴは延べ９２０ビルに設置(Ｈ２０．３末時点））して

いること。その結果、接続料を設定したものの他事業

者の利用は皆無であること。 

・局内光ファイバについては、光ファイバの提供開始

当初（Ｈ１３）から他事業者による自前敷設を可能とし

ており、平成１５年からは効率的な利用を目的とした

中間配線盤の開放を実施する等環境整備に努めて

きた結果、７４％が他事業者による自前敷設となって

いること（Ｈ１８．１１末のＮＴＴ東西合計値。局内光フ

ァイバ総数２６５千芯のうち他事業者による自前敷設

が１９６千芯）。また、他事業者も計画的に所定の手

続き、自前工事を行えば、当社と同等の期間で敷設

が可能となっていること。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ 局内光ファイバについては、他事業者による自前敷

○ ボトルネック設備である固定系加入者回線と一

体として設置される装置類については、指定の継

続が必要です。指定の要否は、実際の利用の有

無ではなく、ボトルネック性の有無により判断され

るべきです。したがって、答申Ｐ．２０のとおり、「引

き続き第一種指定電気通信設備に指定すること

が当面必要」です。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

○ メディアコンバータやＯＬＴ等の装置類は、加入

光ファイバと一体として設置・機能するものであ

り、加入光ファイバのボトルネック性とは無関係

に、装置類だけ切り出してボトルネック性の有無

を判断することは適当ではないことから、答申に

示したとおり、当該装置類を第一種指定電気通

信設備に指定することとする本省令案等は適当

である。 



 １７

設が可能であり、当社の加入者光ファイバと一体で

利用する局内光ファイバの場合、その 74％が他事業

者による自前敷設となっています（平成 18 年 11 月

末時点の東西合計値。局内光ファイバ総数 265 千芯

のうち他事業者による自前敷設が 196 千芯）。また、

当社の局内光ファイバの指定を直ちに解除しない理

由として、「当社ビル内において、当社の局内光ファイ

バを利用する場合と他事業者が局内光ファイバを自

前敷設する場合とでは供用開始に至る期間に差異が

生じる場合がある」と指摘されていますが、他事業者

が計画的に所定の手続き・自前工事を行うことによっ

て、当社が局内光ファイバを敷設する場合と同等期

間で、当該他事業者も局内光ファイバを自前敷設で

きることから、当該理由を根拠に、指定の解除を見送

ることは合理的でないと考えます。 

イーサネットスイッチについては、１台あたり百万円

～数百万円程度に過ぎず誰でも容易に調達・設置可

能である等、参入機会の均等性が確保されているこ

とから、また、現に、電力系事業者殿をはじめ多数の

事業者が参入し、熾烈なユーザ獲得競争を繰り広げ

ていることから、ボトルネック性が無いことは明らかで

あり、早急に指定電気通信設備の対象から除外して

いただきたいと考えます。 また、メディアコンバータ、

光信号伝送装置（ＯＬＴ）、局内スプリッタ等の装置類

についても、同様に、ボトルネック性がないことは明ら

かであるため、早急に指定電気通信設備の対象から

除外していただきたいと考えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 意見９ 端末系伝送路設備について、敷設済のメタル

回線と競争下で敷設される光ファイバ等のブロード

バンド回線の規制を区分の上、加入光ファイバを指

定電気通信設備の対象から除外すべき。 

 再意見９  考え方９ 

○ 端末系伝送路設備については、電柱等ガイドライン  ○ 第一種指定電気通信設備の指定に際して、メタ



 １８

に基づく線路敷設基盤のオープン化や電柱の新たな

添架ポイントの開放・手続きの簡素化等により、他事

業者が自前の加入者回線を敷設するための環境が

整備された結果、他事業者の参入機会の均等性は

確保されており、ＩＰブロードバンド市場においては、

アクセス区間においても現に「設備ベースの競争」が

進展しています。現に光ファイバについては、電力会

社殿が当社の約 2 倍の電柱を保有しており、電力系

事業者殿は相当量の設備を保有する等、当社と熾烈

な設備競争を展開しています。また、ＣＡＴＶ事業者殿

も、通信と放送の融合が進む中、電力会社殿や当社

の電柱を利用して自前アクセス回線を敷設し、過去 6

年間で契約数を 1.5 倍の 2,875 万世帯（平成 19 年 3

月末。再送信のみを含む）に増加させています。 

したがって、端末系伝送路設備については、既に

敷設済のメタル回線と、競争下で敷設される光ファイ

バ等のブロードバンド回線の規制を区分し、加入者

光ファイバについては指定電気通信設備の対象から

除外していただきたいと考えます。  

⇒ 別紙２、３参照（省略） 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

ル回線と光回線を区別せずに行うことについて

は、①両回線は共に利用者から見て代替性の高

いブロードバンドサービスの提供に用いられてい

ること、②既存の電柱・管路等といった共通の線

路敷設基盤の上に敷設されていること、③実態と

してＮＴＴ東西はメタル回線を光ファイバ回線に更

新する際のコスト・手続の両面において優位性を

有していること等にかんがみれば、両者を区別す

べき合理的根拠は見出し難いことから、合理性が

認められるものと考えられる。 

    

 

３．ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能及び標準的接続箇所の追加（電気通信事業法施行規則改正及び接続料規則改正関係） 

 意見１０ ＮＧＮの技術や機能は、今後様々な変化・発

展の可能性を秘めている中、接続事業者のネットワ

ークについてもその詳細等が明らかになっておら

ず、具体的なサービス内容も定まっていない現段階

では、サービス展開の自由度を確保し、利用者の利

便性を高める観点から、設備・機能のアンバンドル

は必要 小限のものとすべき。 

 再意見１０  考え方１０ 

○ これまで積み重ねてきたオープン化の取り組みによ

り、他事業者が独自にＩＰ通信網を構築できる環境は

整っていることから、当社のＮＧＮをはじめとするＩＰ通

○ 答申Ｐ．２３～Ｐ．３０のとおり、アンバンドルをす

ることが必要です。したがって、答申を踏まえ、今

回施行規則及び接続料規則の一部改正を行うこ

（考え方３に同じ） 



 １９

信網にボトルネック性はないため、指定電気通信設

備の対象とすべきではないと考えますが、仮に今回

指定電気通信設備として整理せざるを得ない場合に

は、ＮＧＮの技術や機能は今後様々な変化・発展の

可能性を秘めている中で、接続事業者のネットワーク

についてもその詳細や接続のプロトコルが明らかに

なっておらず、具体的なサービス内容も定まっていな

い現段階においては、サービス展開の自由度を確保

し、お客様の利便性を高める観点から、設備・機能の

アンバンドルは必要 小限のものとする必要がある

と考えます。 

この点、答申でも、基本的な考え方として、「他事業

者の要望」がある場合にアンバンドルして提供するこ

とを前提としており、今回の告示・省令改正において

は、こうした基本的な考え方を基に見直していただき

たい。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

とは適切です。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

 意見１１ フレッツサービスに係る機能のアンバンドル

については、実需が存在することが明らかになった

時点で、アンバンドルの是非を改めて検討すること

が適当であり、他事業者の実需要等が明らかでな

い段階で、当該機能をアンバンドルするための接続

料規則改正を行うことは適当でない。 

 再意見１１  考え方１１ 

○ 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能、特別

収容ルータ接続ルーティング伝送機能及び特別中継

ルータ接続ルーティング伝送機能のアンバンドルにつ

いて 

 

地域ＩＰ網において、平成１３年よりルーティング伝

送機能の接続料を設定していたにもかかわらず、他

事業者との接続実績はなく、また現時点、他事業者

から当社に対し具体的な接続要望もないことから、今

回の告示・省令改正においては、アンバンドル対象か

○ 答申Ｐ．２５のとおり、「ＮＴＴ東西は、２００７年１

月から、互いの地域ＩＰ網同士を接続したＩＰｖ６サ

ービスの提供を開始」しましたが、これに伴い当該

形態は、「収容局接続の一形態として追加」されま

した。詳述すると、ＮＴＴ東・西は、収容局接続メニ

ューとしてアンバンドルしていた「ルーティング伝送

機能」について、かつて競争事業者には「中継局

での接続には利用できない」と伝えていました。と

ころが、ＮＴＴ東・西間のＩＰｖ６接続の活用業務認

可申請の際に、中継局接続を行う必要が出てきた

○ 答申に示したとおり、①競争事業者からは速や

かにアンバンドルして提供することが求められて

いること、②今後、ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレ

ーションが進展する中で、アクセス回線での設備

競争・サービス競争の激化が想定されるが、それ

に伴い、他事業者が自ら調達したアクセス回線等

を収容ルータに接続する形態が増えていくことも

想定されること、③また、ＮＧＮは、今後我が国の

基幹的な通信網となることが想定され、新たな機

能や今後段階的に追加される機能等を活用した



 ２０

ら除外し、実需が存在することが明らかになった時点

で、アンバンドルの是非を改めて検討することが適当

であると考えます。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ フレッツサービスに係る機能のアンバンドル等につ

いては、地域ＩＰ網においても、ルーティング伝送機能

の接続料を設定したものの、平成 13 年から現在に

至るまで 6 年以上、（東西間接続を除き）１社の接続

実績さえありませんでした。 

  「他事業者から、収容局接続について速やかにアン

バンドル提供するよう要望されている」こと等を理由

に今回もアンバンドル等するよう求められています

が、要望事業者（ＫＤＤＩ殿・イーアクセス殿・ソフトバン

ク殿）はパブリックコメントとして意見提出されているも

のの、当該要望事業者から具体的なルーティング伝

送機能の利用要望は頂いておりませんし、そもそも、

前述のとおり、当該要望事業者は独自のＩＰネットワ

ークを構築し、現に、当社に匹敵するブロードバンド

ユーザを獲得されています。 

以上のとおり、他事業者にルーティング伝送機能

の利用要望が真にあるとは考えられないことから、当

該他事業者のパブリックコメントの意見ではなく、具体

的な接続要望を待ってアンバンドル／接続料設定の

要否を判断することとしていただくべきであり、他事業

者の実需要等が明らかでない段階で、フレッツサービ

スに係る機能をアンバンドルするための接続料規則

改正を行うことは適当でないと考えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

ため、収容局ルータを中継局ルータとしても利用

できるように、自身の都合に合わせて接続約款を

変更しています（添付資料参照）。ＮＴＴ東・西は未

だに、競争事業者に伝えていたこれまでの接続条

件を変更するに至った経緯を、競争事業者に対し

て説明しておりません。 

   ＮＴＴ東・西は「ルーティング伝送機能」について

競争事業者の利用実績が皆無であった、具体的

な利用要望がないとの意見を述べていますが、競

争事業者は、変更前の条件で「ルーティング伝送

機能」の利用可否を検討した結果、ぶつ切り料金

設定を前提としたフレッツとの相互接続に対応した

請求システムの構築、運用フローの確立等を行っ

た経緯があります。当初からＮＴＴ東・西が接続約

款変更後の「ルーティング伝送機能」の利用条件

を提示していたならば、競争事業者は当該機能の

利用について、ＮＴＴ東・西と具体的な協議を進め

ることができたと考えられます。ＮＴＴ東・西が競争

事業者の要望には応じることなく、自身の都合が

整った後から「ルーティング伝送機能」の利用条件

を変更したことが問題であり、現時点で競争事業

者の利用実績があるかどうかは問題の本質では

ありません。ＮＴＴ東・西が競争事業者との接続よ

り自社サービス提供（ＮＴＴ東・西間のＩＰｖ６接続）

を不当に優遇したという点こそが重大な問題であ

ると考えます。 

   したがって、ＮＧＮにおいては、収容局接続及び

中継局接続について、当初からアンバンドルする

ことが必要です。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

事業展開の機会が拡大するものと考えられる

が、その際、既存の地域ＩＰ網で存在していた収

容局接続による接続形態を用意しておくことが、

事業者による創意工夫を活かした多様な利用形

態でのＮＧＮへの参入を促進すると考えられるこ

とから、フレッツサービスに係る機能をアンバンド

ルすることが当面必要と考えられる。 

   このため、フレッツサービスに係る機能をアン

バンドルする本省令案等は適当である。 

 意見１２ 中継局接続に係る機能については、実需が

存在することが明らかになった時点で、アンバンドル

の是非を改めて検討することが適当であり、他事業

 再意見１２  考え方１２ 



 ２１

者の実需要等が明らかでない段階で、中継局接続

に係る機能をアンバンドルするための接続料規則改

正を行うことは適当でない。 

○ 一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能のアン

バンドルについて 

 

以下の理由から、今回の告示・省令改正において

は、アンバンドル対象から除外し、実需が存在するこ

とが明らかになった時点で、アンバンドルの是非を改

めて検討することが適当であると考えます。 

 

・他事業者のＮＧＮについては、その提供開始時期や

接続のプロトコルが明らかになっておらず、具体的な

接続内容が定まっていない状況にあること。 

・他事業者の既存ＩＰ網との接続については、ＩＰ電話

以外に、大容量の映像配信等様々な新サービスがＰ

ＯＩを通して混在して流されることも想定され、ネットワ

ークの利用形態については、現時点予測し難い状況

にあること。また、接続料を設定するにあたって必要

なトラヒックを把握するための課金装置等について

は、現時点、当社だけでなく他事業者も設置されてい

ないこと。 

・世界的にみても、ＩＰ－ＩＰ網間はピアリング／トラン

ジットといった形態で取り引きしており、我が国のＮＧ

Ｎだけ画一的な接続料を設定することは、日本独自

のルールを作ることになり、世界のＩＰ網の中で孤立

化を招き、国際的な競争から取り残されるおそれがあ

ること。（別紙７：省略） 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ 中継局接続については、他事業者のネットワークの

詳細が明確でなく、標準化も途上であり、そのような

状況下で、接続料を具体的に算定することは現実的

－ ○ 答申に示したとおり、既に地域ＩＰ網では、中継局

接続に該当していたＩＰｖ６サービスはアンバンドル

された機能を用いて接続料を互いに支払ってサー

ビス提供をしていたこと、またＮＴＴ東西のＮＧＮ間

のＩＰ電話サービスの提供は中継局接続の形態の

みで行われることとなること、更に今後ＰＳＴＮからＩ

Ｐ網へとネットワーク構造が変化するに伴い、他事

業者のネットワークとの接続も、ＩＧＳ接続は減少し

中継局接続が増えていくことが想定されること等に

かんがみれば、中継局接続に係る機能はアンバン

ドルすることが必要になると考えられる。このた

め、中継局接続に係る機能をアンバンドルする本

省令案等は適当である。 

   なお、中継局接続においては、今後、大容量の

映像配信サービスなど新規サービスの提供が想

定され、接続事業者のサービス提供方法等によっ

ては、接続料の設定と並行して設備増強やビル＆

キープ方式の適用を含めその負担方法の在り方

の検討が必要となる場合も考えられることから、本

省令案の附則にはその趣旨を明確にする検討規

定が措置されているところである。 

 



 ２２

に困難であるため、ビルアンドキープ方式とする選択

肢も含め、基本的には事業者間の相対により決定す

べき事項であり、現時点で事前規制を課すことは問

題であると考えます。 

中継局接続においては、①お互いの網を利用され

るお客様が相互に通信しあうため、一方向の通信に

偏らないと想定され、②新しい品質確保型の大容量

通信サービスについては、その利用動向を見極める

必要がある等、接続事業者との間のトラヒック動向が

不透明であり、また、接続形態や利用形態も未だ不

透明であるため、③更に、接続料を設定し事業者間

精算を行う際に必要となるトラヒック測定のための課

金装置等も当社側だけでなく他事業者側でも準備す

る必要があるが、これについて双方ともに準備が整っ

ていないため、現段階で中継局接続に係る機能のア

ンバンドル／接続料設定を義務づけるべきでなく、他

事業者の実需要等が明らかでない段階で、当該機能

をアンバンドルするための接続料規則改正を行うこと

は適当でないと考えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 意見１３ ＩＰ電話サービスに係る機能について、現行

のひかり電話の接続料は、ＮＴＴ東西が任意に接続

料を設定しているものではなく、相手方事業者が設

定する接続料と同水準とすることを基本に、各事業

者と相対で決定しているに過ぎない。このため、公

正競争上の問題はないこと等から、公正競争上の

問題が生じた段階でアンバンドル等について検討す

べきであり、現段階で、当該機能をアンバンドルする

ための接続料規則改正を行うことは適当でない。 

 再意見１３  考え方１３ 

○ 関門交換機接続ルーティング伝送機能のアンバン

ドルについて 

 

以下の理由から、今回の告示・省令改正において

○ ひかり電話の接続料は、答申Ｐ．２６のとおり、

「相対取引で決まっているため、相手側事業者に

よって接続料水準が異なっており、公正競争上大

きな問題となっている」状況であることから、第一

○ 答申に示したとおり、①他事業者からは、ＮＧＮ

やひかり電話網を第一種指定電気通信設備に指

定した上で、接続料設定を求める意見が示されて

いること、②また、現在、相対料金とは言え、ひか



 ２３

は、アンバンドル対象から除外し、現行のひかり電話

の接続料の場合と同様、引き続き、事業者間の協議

により相対で接続料を設定することを認めていただき

たいと考えます。 

 

・現行のひかり電話の接続料は、「接続相手方の事

業者が設定する接続料水準に合せて設定」しており、

当社が任意に接続料を設定しているものではないた

め、公正競争上の問題はないこと。（別紙８：省略） 

・ひかり電話の接続料を事業者均一とした場合、接続

事業者の接続料が当該均一接続料を上回って設定

されることも想定されますが、お互いのネットワークを

利用しあうにもかかわらずこうした費用負担のバラン

スが崩れることは、競争中立的でないこと。 

・先般、ソフトバンク殿が公表されたグループ内のＩＰ

電話と携帯電話との間のユーザ料金を無料とするプ

ランは、会社間の接続料を相対で自由に設定可能で

あることにより提供できるものと想定されますが、当

社のＮＧＮについて事業者均一の接続料設定を義務

付けられた場合、当社が各携帯電話事業者との間で

同様の新サービスを実現することが困難となり、当社

のＮＧＮユーザの利便性を著しく損なうことになるこ

と。 

仮に、本機能をアンバンドルし、事業者均一の接続

料設定を義務付ける場合には、他社接続料の設定

如何によって事業者間の公平性が損なわれる事態

が生じないような対応策をあわせて検討する必要が

あると考えます。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ ＩＰ電話サービスに係る機能の接続料について、「ひ

かり電話網の接続料は相対取引で決まっているた

め、相手側事業者によって接続料水準が異なってお

種指定電気通信設備であるひかり電話に係る機

能については、「コストに適正利潤を加えた事業者

間均一の接続料設定をするために、当該機能をア

ンバンドルすることは必要」です。 

 

 （ＫＤＤＩ） 

り電話網では、ＩＧＳ接続の接続料が設定されてお

り、当該接続料設定が技術的に実現不可能とは言

えないこと、③更に、当該接続料は相対取引で決

まっているため、相手側事業者によって接続料水

準が異なっており、公正競争上大きな問題となって

いるとの意見が示されていること等を踏まえれば、

ＩＰ電話サービスに係る機能をアンバンドルすること

は必要と考えられる。このため、ＩＰ電話サービスに

係る機能をアンバンドルする本省令案等は適当で

ある。 

   なお、答申に示したとおり、ＩＰ電話サービスの

接続料（ＩＧＳ接続）については、現在のひかり電

話網では、ＮＴＴ東西と接続事業者が、協議の

上、相互の接続料を基本的に同額に設定してい

ることから、接続事業者においては、ＩＰ電話サー

ビスに係る機能の接続料が設定された後も、この

点に留意することが求められる。 



 ２４

り、公正競争上大きな問題となっているとの意見が示

されている」こと等を理由に今回新たにアンバンドル

するよう求められていますが、現在のひかり電話の接

続料については、相互補償的な考えに基づき、相手

方事業者が設定する接続料と同水準とすることを基

本に、各事業者と相対で決定しているに過ぎず、当該

接続料が相対で決定されていることが公正競争を阻

害するという他事業者の指摘は具体的に何を問題視

されているのか理解いたしかねます。 

  したがって、現在の接続料の決定方法に拠ること

で、公正競争上の問題が具体的に明らかになるまで

の間は、現状の運用（相対）を継続することとし、具体

的な問題が生じた段階でアンバンドル等について検

討することとしていただくべきであり、現段階で、ＩＰ電

話サービスに係る機能をアンバンドルするための接

続料規則改正を行うことは適当でないと考えます。 

 

当社としては、むしろ、自社内通話や自社グループ

間通話の利用者料金を無料とするサービスを提供し

ていながら、当社に対して、他の移動体事業者の網

使用料に比して も高い水準の網使用料を設定して

いる移動体事業者の方が公正競争を阻害している可

能性が高いと考えます（当該移動体事業者の公式ホ

ームページによれば、自社内通話や自社グループ間

通話の利用者料金を無料とする一方で、自社以外の

携帯電話などから着信した場合に接続料を頂けるの

で利益を出すことができると記載されていることに鑑

みれば、自社内通話や自社グループ間通話の赤字

を接続事業者が支払う接続料でもって補填されてい

る懸念があります。）。 ⇒ 別紙４参照（省略） 

 

また、これまでは、ひかり電話の接続料を交渉する

過程で、他社接続料の低廉化に向けた働きかけを行

うことが可能であったため、他社 0AB～J／050 電話



 ２５

サービスに係る接続料は、ひかり電話の接続料と同

水準となるよう設定されてきたところですが、今後は

そのような働きかけを行うことが困難になると想定さ

れるため、他社接続料の高止まりによって事業者間

の公平性が損なわれる事態が生じないよう、その低

廉化に向けた対処策を検討しておく必要があると考

えます（なお、当社ＰＳＴＮ網から発信して他社 0AB～

J／050 電話網に着信する場合において、当社ＰＳＴ

Ｎサービスに係る接続料よりも高額な他社 0AB～J／

050 電話サービスに係る接続料が設定されているケ

ースが現に存在します。）。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 意見１４ イーサネットサービスに係る機能について、漠

然とした利用要望ではなく、具体的な実需要が 低限

必要であり、実需が存在することが明らかになった時

点で、アンバンドルの是非を改めて検討することが適

当である。他事業者の実需要等が明らかでない段階

で、当該機能をアンバンドルするための接続料規則

改正や標準的接続箇所を追加するための電気通信

事業法施行規則改正を行うことは適当でない。 

 再意見１４  考え方１４ 

○ イーサネットフレーム伝送機能のアンバンドルにつ

いて 

 

以下の理由から、今回の告示・省令改正において

は、アンバンドル対象から除外し、実需が存在するこ

とが明らかになった時点で、アンバンドルの是非を改

めて検討することが適当であると考えます。 

 

・イーサネットサービスの市場シェアは、ＮＴＴ東：１４.

５％、ＮＴＴ西：１３.１％に対して、アンバンドルを要望

しているＫＤＤＩ殿のシェアは２３.６％となっており（Ｈ１

８．９末時点）、競争は十分に進展していること。 

  また、イーサ装置の価格は１台当たり百万円から数

○ 答申Ｐ．２８のとおり、「ＮＴＴ東西が、従来の県域

を越えた県間のサービスに進出するに際しては、

公正競争を担保する措置を取ることが必要であ

り、競争事業者からアンバンドルの要望があれ

ば、イーサネットサービスに係る機能のアンバンド

ルをすることが必要」です。現在、弊社はＮＴＴ東・

西と協議中であり、当該機能の利用条件を確認し

ているところです。 

なお、ＮＴＴ東・西ともに「イーササービスの市場

シェアは、ＮＴＴ東日本：14.5%、ＮＴＴ西日本：13.1%

に対して、アンバンドルを要望しているＫＤＤＩのシ

ェアは 23.6%（H18.9 末時点）」と述べられておりま

すが、これはイーサネットサービス全体における、

○ 答申に示したとおり、イーサネットサービスは、ユ

ーザのネットワーク全体を単一の事業者が一括し

て提供することが望ましいという特性があること、

また今後イーサネットサービスに係る需要が高速

化することが想定されることにかんがみると、ＮＴＴ

東西が、従来の県域を越えた県間のサービスに進

出するに際しては、公正競争を担保する措置が必

要であり、競争事業者からの要望があれば、イー

サネットサービスに係る機能のアンバンドルをする

とともに、標準的接続箇所を追加することが必要と

考えられる。このため、イーサネットサービスに係

る機能をアンバンドル等する本省令案等は適当で

ある。 



 ２６

百万円程度であり、当社又は電力系事業者等から光

ファイバを借り、自前で装置を当社ビル等にコロケー

ションすれば、他事業者は同等のサービス提供が可

能となっており、現にそれらを利用してサービスを提

供していること。 

   こうした点からすれば、他事業者は需要が密で採

算が取れるエリアは自前で設備を構築し、需要が疎

で自前で設備を構築するよりも借りる方が得なエリア

だけ借りてサービスを提供するというクリームスキミン

グ的な利用が太宗を占めるものと想定されること。 

・また、その接続料設定のために少なくとも１０億円程

度の改造費が必要となり、他事業者利用が進まなけ

ればその費用の大半を当社のお客様が負担するこ

と。答申では、こうした点を考慮せず「接続料原価に

算入し接続事業者間で負担すれば良い」と結論付け

ておりますが、こうした考えは、競争中立性の観点か

ら問題であるばかりでなく、我が国産業全体の国際

競争力向上の観点から低廉なネットワーク構築を目

指すという国策にも反すること。 

・さらに、スタックテスト規制の中で接続料を設定する

ことは、謂わばユーザ料金の下限値を競争事業者に

オープンにすることとなり、事業者間で熾烈な法人ユ

ーザ獲得競争が繰り広げられている中で、大口ユー

ザをすべて競争事業者に奪われかねないことから、

事実上法人市場から当社を撤退させるに等しいこと。

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ 当社のイーササービスについて、以下の理由によ

り、アンバンドル／接続料設定／標準的接続箇所の

追加を義務づけることは適当でないと考えます。少な

くとも、漠然とした利用要望ではなく、具体的な実需要

を示していただくことが 低限必要であると考えま

す。 

県内・県間両方のサービスを提供している弊社の

シェアと、県内サービスのみ提供している（県間サ

ービスにまだ進出していない状態の）ＮＴＴ東・西の

シェアの比較です。 県内エリアに限ったサービス

では、ＮＴＴ東・西は７０％程度のシェアを持つもの

と推定されます（弊社試算による）。イーサネットサ

ービスには、お客様のネットワーク全体を単一の

事業者が一括で提供することが、お客様にとって

理想的であるという特性があります。ボトルネック

設備を保有し、県内で７０％もの圧倒的なシェアを

持つＮＴＴ東・西が、接続料の設定を行わない「ぶ

つ切り」のお客様料金設定のままで県間サービス

にも進出すれば、県内サービスのシェアが県間サ

ービス、ひいてはイーサネットサービス全体のシェ

アに波及するものと想定されます。 

 

 （ＫＤＤＩ） 



 ２７

① 他事業者は、当社又は電力系事業者殿から光フ

ァイバを借りて、１台あたり百万円～数百万円程度

に過ぎない自前イーサ装置を当社ビル等にコロケ

ーションすれば、当社のイーササービスと同等のサ

ービスを提供可能である。 

② その結果、イーササービスの市場シェアを見る

と、当社が 13.1%、ＮＴＴ東日本が 14.5%であるのに

対し、アンバンドルを要望されている KDDI 殿のシ

ェアが 23.6%となっており、競争は十分に進展して

いる。 

③ イーササービス市場には、電力系事業者殿をは

じめ多数の事業者が参入し、熾烈なユーザ獲得競

争を展開している中、当社だけがイーササービス

の接続料設定を強いられ、サービス原価を他事業

者にオープンにするよう強いられた場合、当社は競

争上著しい不利益を被ることになる。 

④ イーササービスのアンバンドルを要望されている

ＫＤＤＩ殿は、需要密度が高い都市部エリアを中心

に既にサービスを自前提供されており、実際、お客

様からＫＤＤＩ殿に対し、ＩＰ－ＶＰＮ等の足回り回線

としてイーササービスを提供してほしいとの実需要

があれば、ＫＤＤＩ殿がイーササービスを自前提供

されるケースも少なくないと考えられるため、需要

が疎で自前設備を構築するよりも当社設備を借り

る方が得なエリアのみで、当社設備を借りてサービ

ス提供されることになることも考えられる（クリーム

スキミングが生じる。）。 

⑤ 巨額のオペレーションシステム等改造費用をかけ

れば、ＰＶＣメニューを提供することも技術的には可

能（オペレーションシステム等が改造されるまでの

間は、接続料を相対取引で設定することを含め、Ｐ

ＶＣメニューの提供を設定すること自体、技術的に

不可能）ですが、当社が多額の費用をかけて開発

等しても、ＰＶＣメニューの利用が需要が疎のエリア



 ２８

に止まれば、低廉なネットワーク構築に支障を来た

す可能性が高いと考えられる。 

⑥ 当社のイーササービスの提供形態は通常の企業

ネットワークの形態であるＰ－ＭＰ通信を念頭に置

いたものとなっており、相互接続通信のためにＰＶ

Ｃメニューを設けた場合、 

  ・Ｐ－ＭＰ通信の場合はネットワーク全体で１ユー

ザごとに１のＶＬＡＮ ＩＤ利用で足りたものが、ＰＶ

Ｃメニューでは１回線ごとに１のＶＬＡＮ ＩＤを消費

することになり、ＶＬＡＮ ＩＤが枯渇しやすくなる。 

   ・Ｐ－ＭＰ通信の場合はイーサ網内において 適

経路で通信可能なものが、ＰＶＣメニューを用いた

相互接続通信が増えると、相互接続点を折り返す

通信が増加することになるため、イーサ網内を流

通するトラヒックが増加すること等によってイーサ

網の設備増強が頻繁に必要になる等、コスト増や

追加構築したイーサ網への既存ユーザの収

容替え等によるお客様の利便性低下に繋がるこ

とも考えられるため、ＰＶＣメニューの提供によっ

て、当社のイーササービスの提供が不効率にな

ると懸念される。 

 

したがって、他事業者の実需要等が明らかでない

段階で、当社のイーササービスに係る機能をアンバン

ドルするための接続料規則改正や標準的接続箇所を

追加するための電気通信事業法施行規則改正を行う

ことは適当でないと考えます。 

 

 (ＮＴＴ西日本) 

 意見１５ 収容局接続に係る機能のアンバンドルにつ

いては、接続事業者の要望に沿った内容で提供が

なされるよう、接続料規則の改正案第４条を次のと

おり修正すべき。 

 

 再意見１５  考え方１５ 
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・一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

他の電気通信事業者の電気通信設備を一般第

一種指定収容ルータ（専らIP電話の提供の用に供

されるものを除く。）で接続する場合における一般

第一種指定ルータ又は同ルータ及び伝送路設備

により通信の交換又は交換及び伝送を行う機能

（SIPサーバと連携して提供するセッション制御の機

能を除く。） 

 

・特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

他の電気通信事業者の電気通信設備を特別第

一種指定収容ルータで接続する場合における特別

第一種指定ルータ又は同ルータ及び伝送路設備

により通信の交換又は交換及び伝送を行う機能 

○ 答申 P24 において、「収容局接続とは、他事業者が

自らアクセス回線を調達し又は NTT 東西からアクセ

ス回線を借りた上で、当該回線を NTT 東西の収容局

の収容ルータに接続」とあり、また、収容局接続に係

る機能をアンバンドルすることが必要と考える理由の

一つに、「①競争事業者からは、収容局接続につい

て速やかにアンバンドルして提供することが要望され

ていること」と記述がされていることから、収容局接続

について、接続事業者の要望に沿った内容で提供が

なされるよう、接続料規則の改正案における第 4 条

の 6 の 2 を以下のとおり修正して頂きたいと考えま

す。 

 

＜原案＞ 

接続料規則第 4 条 6 の 2 ルーティング伝送機能 

一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

他の電気通信事業者の電気通信設備を一般第

一種指定収容ルータ（専ら IP 電話の提供の用に

供されるものを除く。）で接続する場合における一

般第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の

○ 収容局接続については、地域ＩＰ網において、平

成１３年よりルーティング伝送機能の接続料を設

定していたにもかかわらず、他事業者との接続実

績はなく、また現時点、他事業者から当社に対し

具体的な接続要望もないことから、今回の告示・

省令改正においては、アンバンドル対象から除外

し、実需が存在することが明らかになった時点で、

アンバンドルの是非を改めて検討することが適当

であると考えます。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ 「収容局接続」については、地域ＩＰ網において

も、ルーティング伝送機能の接続料を設定したも

のの、平成 13 年から現在に至るまで 6 年以上、

（東西間接続を除き）１社の接続実績さえありませ

んでした。 

   他事業者から「収容局接続」のアンバンドル要

望があること等を理由に、当社の次世代ネットワ

ークでも「収容局接続」のアンバンドルが求められ

○ 意見は、ＮＧＮ等の収容局接続において、ＰＳＴ

ＮにおけるＧＣ接続と同様の接続形態を実現する

ための修正案と考えられる。この点、ＮＧＮ等の

収容ルータは、そもそも振り分け機能を有してお

らず、コア網としてＮＧＮ等以外の特定の他事業

者網を選択できないことから、当該形態を実現す

るためには、収容ルータに振り分け機能を実装さ

せることが必要となる。 

しかしながら、当該実装に係るコスト負担の問

題に加え、収容ルータが他事業者網への振り分

けを行う場合は、分岐端末回線単位の加入ダー

クファイバの接続料設定の場合と同様の問題が

生じることから、本件については、分岐端末回線

単位の加入ダークファイバの接続料設定に関す

る検討を行う際に併せて検討することが適当であ

る。 
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交換及び伝送を行う機能（SIP サーバと連携して提

供するセッション制御の機能を除く。） 

 

特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

他の電気通信事業者の電気通信設備を特別第

一種指定収容ルータで接続する場合における特別

第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交

換及び伝送を行う機能 

 

＜修正案＞ 

接続料規則第 4 条 6 の 2 ルーティング伝送機能 

一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

他の電気通信事業者の電気通信設備を一般第

一種指定収容ルータ（専らIP電話の提供の用に供

されるものを除く。）で接続する場合における一般

第一種指定ルータ又は同ルータ及び伝送路設備

により通信の交換又は交換及び伝送を行う機能

（SIPサーバと連携して提供するセッション制御の機

能を除く。） 

 

特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

他の電気通信事業者の電気通信設備を特別第

一種指定収容ルータで接続する場合における特別

第一種指定ルータ又は同ルータ及び伝送路設備

により通信の交換又は交換及び伝送を行う機能 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモ

バイル） 

ていますが、要望事業者（ソフトバンク殿・ＫＤＤＩ

殿・イーアクセス殿）はパブリックコメントとして意見

提出されているものの、当該要望事業者から具体

的なルーティング伝送機能の利用要望は頂いて

おりませんし、そもそも、当該要望事業者は独自

のＩＰネットワークを構築し、現に、当社に匹敵する

ブロードバンドユーザを獲得されています。 

   以上のとおり、他事業者に実需要に基づくルー

ティング伝送機能の利用要望があるとは考えられ

ないことから、当該他事業者のパブリックコメント

の意見ではなく、具体的な接続要望を待ってアン

バンドル／接続料設定の要否を判断することとし

て頂くべきであり、接続料規則の改正を見送ること

が適当であると考えます。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 意見１６ 制御機能は特定のサービスに依存すること

なく一般的な機能として早期にアンバンドルすべき。

 再意見１６  考え方１６ 

○ 今回の「ルーティング伝送機能」の細目、例えば関

門交換機接続ルーティング機能については、SIP サ

ーバ等の有するサービス品質や回線認証等の制御

機能が含まれています。 

○ 当社ＮＧＮのＳＩＰサーバは、回線認証機能、セッ

ション制御機能、品質制御機能を実装しています

が、 

   ①これら現時点で実装している機能は、プラット

○ 答申に示したとおり、帯域制御機能等について

は、例えば、転送機能とは切り離してどのように利

用してサービス提供することを想定しているのかが

明確ではないので、技術的な実現可能性を含めた



 ３１

弊社共は、このような制御機能はサービスに依存

することなく一般的な機能としてアンバンドルすること

が、答申 P21 にあるような「接続料の低減」「利用者

料金の低減」「利用者料金市場における競争の促進」

に資するものと考えるため、各種制御機能等が特定

のサービスに依存しない形で、一般的な機能として早

期にアンバンドルされることを要望いたします。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモ

バイル） 

フォーム機能に該当するものではなく、通信

制御機能と一体として提供されており、一部

機能だけをアンバンドルして提供することは

困難であること、 

 

   ②３月２７日の情報通信審議会答申「次世代ネ

ットワークに係る接続ルールの在り方につい

て」（P.30（４）帯域制御機能等のアンバンドル

２）考え方）において、「この点、競争事業者か

らは、帯域制御機能や認証・課金機能につい

てアンバンドルを求める意見は示されている

ものの、例えば、ＮＧＮの転送機能とは切り離

して、帯域制御機能等をどのように利用して

サービス提供することを想定しているのかが

明確ではないので、技術的な実現可能性を

含めたアンバンドルの要否が判断できない状

況にある。」と記載されていること、  

から、回線認証機能等をアンバンドルをすること

は困難であると考えます。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ 当社の次世代ネットワーク及び既存の地域ＩＰ網

には、以下の観点からボトルネック性はなく、それ

らネットワークを構成する電気通信設備を指定電

気通信設備の対象とすることは適当でないと考え

ます。 

 

①他事業者がＩＰネットワークを自前で構築する

際の素材となる基盤設備は、線路敷設基盤

を含め、世界的に もアンバンドリング／オ

ープン化が進展しており、また、ＩＰネットワー

クの自前構築に必要なルータ等の電気通信

設備は市中で調達することが 可能であるた

判断をするまでの熟度が高まっていないことから、

現時点でのアンバンドルの要否の判断は時期尚

早である。 

   なお、これらの機能を用いたサービスは、今後サ

ービス競争上重要性を増していくと考えられること

から、ＮＧＮが実装する機能であれば、競争セーフ

ガード制度による検証等を通じて、適時適切にア

ンバンドルの要否を検討することが必要となる。 



 ３２

め、意欲ある事業者であれば、自ら設備を構

築し、当社と同様のネットワークを自前構築

することは十分可能となっている。 

 

②現に、他事業者は独自のＩＰネットワークを構

築し、当社に匹敵するブロードバンドユーザを

獲得している。（ＦＴＴＨ・ＣＡＴＶブロードバンド

サービス市場で見た場合、当社のシェアは西

日本マクロで 47.8%（平成 19 年 12 月末）に止

まり、30 府県中 17 府県で当社シェアが 50%

を下回り、うち 9 県では CATV 事業者殿のシ

ェアが当社シェアを上回っている。三重、富

山、福井、山口のＣＡＴＶ事業者殿のシェア

は、67%、61%、57%、52%（平成 19 年 12 月末）

と、当社のシェアを遥かに凌いでいる状況。

このように、ブロードバンドサービス市場で

は、当社と他事業者の間で多様な競争が進

展している。) ⇒別添参照（省略） 

 

③その結果、地域ＩＰ網の接続料として、平成 13

年より、接続約款に「ルーティング伝送機能」

を規定していたものの、平成 18 年に開始さ

れたＮＴＴ東西間接続という一例以外には利

用実績がないこと。また、自社ＩＰ網からの接

続先を自社ＩＳＰ網のみとする垂直統合型ビジ

ネスモデルを採用されている事業者の場合、

地域ＩＰ網に全く依存することなく事業展開さ

れており、現に事業展開に支障が生じている

事実はない。 

 

 （ＮＴＴ西日本） 

 

４．網機能提供計画の届出を要しない機能の追加（電気通信事業法施行規則改正関係） 

 意見１７ イーサネットスイッチ及びＳＩＰサーバ等の機  再意見１７  考え方１７ 
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能を網機能提供計画の届出を要しない機能とするこ

とに賛同。 

○ 今回の告示・省令改正において、イーサネットスイッ

チ、ＳＩＰサーバ等の機器については、競争的に市場

から供給を受けることが可能であり、また、その開発

ペースが速く、機能更改も頻繁に行われること等を踏

まえ、当該設備に係る機能は、網機能提供計画の届

出を要しない機能とすることについて、賛同します。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

○ 電気通信事業法第 36 条の趣旨から、第一種指

定電気通信設備に係る機能について、追加・変更

が行われる場合に他事業者との円滑な接続に影

響が及ぶ恐れがあるものに関しては、当該機能の

すべてが網機能提供計画の届出義務の対象とさ

れるべきです。 

従って、イーサネットスイッチに係る機能及び

SIP サーバに係る機能の追加・変更が、他事業者

との円滑な接続に影響を及ぼさないということが

確認されない限り、当該機能は網機能提供計画

の届出対象とすべきであり、電気通信事業法施行

規則の改正案における第 24 条の 5 の第 13 号及

び第 14 号は削除すべきと考えます。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバン

クモバイル） 

 

○ イーサネットスイッチ、ＳＩＰサーバの機器につい

ては、市場から自由に 新の製品を調達すること

が容易であり、また、その開発ペースが速く、機能

更改も頻繁に行われるという、市場実態になって

おります。こうした点を踏まえ、今回の省令改正案

においては、当該設備に係る機能について、網機

能提供計画の届出を要しない機能とされたものと

認識しており、網機能提供計画の届出対象外とす

る省令改正案は妥当なものと考えます。 

 

 （ＮＴＴ東日本） 

 

○ イーサネットスイッチ、ＳＩＰサーバについては、他

事業者も 新の製品を容易に市場から調達可能

であるため、平成 20 年 3 月 27 日の情報通信審

○ 答申に示したとおり、網機能提供計画は、競争

事業者が新機能を活用したサービス提供を行う

ための検討期間を設けるためのものというより

は、接続を前提としないネットワーク構築等がなさ

れると円滑な接続が妨げられるため、そのチェッ

クの観点から設けられたものである。 

この点、ルータと同様、イーネットスイッチやＳＩ

Ｐサーバについても装置の開発のペースも速く、

網機能の追加・変更が頻繁にあると考えられるこ

と等を考慮すれば、これらを網機能提供計画の

対象とすることまでは現時点では必要ないと考え

られる。 

   なお、情報開示告示の改正案では、イーサネッ

トスイッチ等の網機能追加に係る必要な情報が

事前の合理的な時期に提供されるように規定整

備することとしており、これは、答申で示した考え

方に基づく措置として適当と考えられる。 

 



 ３４

議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルール

の在り方について」を踏まえ、イーサネットスイッチ

及びＳＩＰサーバに係る機能を網機能提供計画の

届出対象外として、電気通信事業法施行規則を改

正することは適当であると考えます。 

  

 （ＮＴＴ西日本） 

 意見１８ イーサネットスイッチに係る機能及びＳＩＰサ

ーバに係る機能の追加・変更が、他事業者との円

滑な接続に影響を及ぼさないということが確認され

ない限り、当該機能は網機能提供計画の届出対象

とすべき。 

 再意見１８  考え方１８ 

○ 電気通信事業法第 36 条の趣旨から、第一種指定

電気通信設備に係る機能について、追加・変更が行

われる場合に他事業者との円滑な接続に影響が及

ぶ恐れがあるものに関しては、当該機能のすべてが

網機能提供計画の届出義務の対象とされるべきで

す。 

従って、イーサネットスイッチに係る機能及び SIP

サーバに係る機能の追加・変更が、他事業者との円

滑な接続に影響を及ぼさないということが確認されな

い限り、当該機能は網機能提供計画の届出対象とす

べきであり、電気通信事業法施行規則の改正案にお

ける第 24 条の 5 の第 13 号及び第 14 号は削除すべ

きと考えます。 

 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモ

バイル） 

 （考え方１７に同じ） 

 



情 審 通 第 ※ ※ 号  

平成２０年６月２４日  

 

 総 務 大 臣 

  増 田 寛 也 殿 

   

 

                          情 報 通 信 審 議 会 

                            会 長   庄 山  悦 彦  印 

 

 

 
 

 

答 申 書（案） 

 

 

 平成２０年４月２２日付け諮問第１２０６号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが適

当と認められる。 

 

２  また、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は別添のとおりである。 
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電気通信事業法施行規則等の一部改正について 

 

 

 

Ⅰ 改正の背景 

  平成 20 年３月 27 日付け情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルー

ルの在り方について」（情審通第 53 号。以下「答申」という。）において示された東日本電

信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）の次世代ネ

ットワーク（以下「ＮＧＮ」という。）に係る接続ルールの整備事項に関し、省令等改正を要

する次の事項について規定整備を行うものである。 

 

（諮問対象） 

１．ＮＧＮ及びひかり電話網の第一種指定電気通信設備の指定対象への追加 

 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「施行規則」とい

う。）の一部改正 

 平成 13 年総務省告示第 243 号（以下「指定告示」という。）の一部改正 

 

２．ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能及び標準的接続箇所の追加 

 施行規則の一部改正 

 接続料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）の一部改正 

 

３．網機能提供計画の届出を要しない機能の追加 

 施行規則の一部改正 

 

（参考：諮問対象外） 

４．網機能提供計画の届出対象外であるルータ等に係る情報提供時期の明確化 

 平成 13 年総務省告示第 395 号（以下「情報開示告示」という。）の一部改正 

 

５．アンバンドル機能の競争セーフガード制度の検証対象への追加 

 競争セーフガード制度の運用に関するガイドライン（平成 19 年４月）の一部改正 
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Ⅱ 主な改正の概要 

     

１．ＮＧＮ及びひかり電話網の第一種指定電気通信設備の指定対象への追加 

   

 答申において、 

①ＮＧＮは、ボトルネック性を有するアクセス回線と一体として設置される設備であり、

当該設備との接続が、他の電気通信事業者の事業展開上不可欠であり、また利用

者利便の確保の観点からも不可欠であること 

②また、ひかり電話網については、０ＡＢ～ＪＩＰ電話市場においてＮＴＴ東西が７５％を

超えるシェアを占める状況にあることや現在相対で決定されている接続料について

コストに適正利潤を加えた事業者間均一の接続料設定を求める意見が示されてい

る状況にあること 

  等から、第一種指定電気通信設備に指定することが必要との考え方が示された。 

 

 これを踏まえ、ＮＴＴ東西のＮＧＮ及びひかり電話網を第一種指定電気通信設備（以下

「指定設備」という。）の対象とするため、施行規則及び指定告示の一部改正を行うもの

である。 

 

（１）指定設備の定義の改正（☞改正施行規則第 23 条の２第４項第１号柱書） 

 

ＮＧＮ及びひかり電話網において関門交換機（ＩＧＳ：Interconnection Gateway 

Switch）で接続してＩＰ電話を提供する場合、ＩＰパケットと音声信号を相互に「変換」す

るための設備として、メディア・ゲートウェイ（Media Gateway）が用いられる。 

現行の施行規則においては、指定設備に該当する設備が具備する機能として「変

換」の機能が規定されていないため、ＮＧＮ等を指定設備の対象に追加するに際し、

指定設備（交換等設備）の定義を改正し、その具備する機能として符号等の「変換」の

機能を追加するものである。 

 

（２）指定設備の追加指定等 

 

１）ひかり電話網のルータの指定（☞改正指定告示第２号イ） 

  

これまでひかり電話網のルータについては、接続を請求する事業者が同種の設備

を設置することができない場所に設置されている場合等を除き、指定設備に該当しな

いとされていたが、今回、その設置場所にかかわらず、ひかり電話網のルータを指定

設備の対象とするものである。 
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２）ＳＩＰサーバの指定（☞改正指定告示第５号） 

 

 ＳＩＰサーバは、その有するサービス品質や回線認証等の制御機能とルータが連

携してセッション制御を行う中核的機能を果たすものであり、ＮＧＮやひかり電話網

において、ルータや伝送路設備とともにネットワークを構成する主要な設備であるこ

とから、新たに指定設備の対象とするものである。 

 

 

 （参考）ＮＧＮのルータや伝送路設備の指定について 

 

■現行の指定設備のうち交換等設備（例：ルータ）及び伝送路設備については、指

定しない設備を個別具体的に列挙し、個別に列挙されている設備以外は、網羅

的に指定設備の対象となる形式（ネガティブリスト方式）を採用している。 

■ＮＧＮを構成する設備のうち、ルータや伝送路設備については、指定しない設備と

して個別具体的に列挙されておらず、指定告示を改正しなくても、指定設備に該

当することになることから、今回の省令等改正において特段の規定整備を行わな

いものである。 

 

 

２．ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能及び標準的接続箇所の追加 

 

（１）ＮＧＮ及びひかり電話網に係る機能のアンバンドル（☞改正接続料規則第４条） 

 

 答申において、アンバンドルが必要とされた「フレッツサービスに係る機能」、「ＩＰ電話

サービスに係る機能」、「中継局接続に係る機能」、「イーサネットサービスに係る機能」

等に関する規定整備を行うものであるが、前三者の機能については、ルータ及び伝送路

設備により通信の交換・伝送を行う機能という点において、現行制度上アンバンドルされ

ている地域ＩＰ網のルーティング伝送機能と差異はないことから、ルーティング伝送機能

の細目として規定するものである。 

 

 また、アンバンドル機能に係る規定整備に際し、「ルータ」について、ＮＧＮ又はひかり

電話網の「ルータ」と地域ＩＰ網の「ルータ」を区別する必要があることから、それぞれにつ

いて、以下のとおり定義するものである。 
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➣ＮＧＮ及びひかり電話網のルータ 

①一般第一種指定収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するル

ータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッショ

ン制御の機能を提供するもの 

②一般第一種指定中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するル

ータであって、①と相互に対抗するルータ 

 

➣地域ＩＰ網のルータ 

③特別第一種指定収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するル

ータであって、①以外のもの 

④特別第一種指定中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するル

ータであって、②以外のもの 

  

１）ＮＧＮ及びひかり電話網に係るルーティング伝送機能  

 

① フレッツサービスに係る機能（一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能） 

 

 ＮＴＴ東西の収容局に設置されるＮＧＮの収容ルータに接続してＮＧＮを利用する

機能をアンバンドルするものである。 

 

② 中継局接続に係る機能（一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能） 

 

 ＮＴＴ東西の中継局に設置されるＮＧＮの中継ルータ（ゲートウェイ・ルータ：他事業

者のＩＰ網と直接接続するための関門ルータ）に接続してＮＧＮを利用する機能をア

ンバンドルするものである。 

 

③ ＩＰ電話サービスに係る機能（関門交換機接続ルーティング伝送機能） 

 

 ＮＴＴ東西の中継局に設置される関門交換機（ＩＧＳ）に接続して０ＡＢ～ＪＩＰ電話サ

ービスを提供するためにＮＧＮ又はひかり電話網を利用する機能をアンバンドルす

るものである。 

 

２）地域ＩＰ網に係るルーティング伝送機能 

 

① フレッツサービスに係る機能（特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能） 
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 ＮＴＴ東西の収容局に設置される地域ＩＰ網の収容ルータに接続して地域ＩＰ網を利

用する機能をアンバンドルするものであり、今回ルーティング伝送機能の細目を規

定することに伴い、改めて現行のルーティング伝送機能を特別収容ルータ接続ルー

ティング伝送機能として規定するものである。 

 

② 中継局接続に係る機能（特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能） 

 

 ＮＴＴ東西の中継局に設置される地域ＩＰ網の中継ルータ（ゲートウェイ・ルータ：他

事業者のＩＰ網と直接接続するための関門ルータ）に接続して地域ＩＰ網を利用する

機能をアンバンドルするものである。これは、答申に示されているとおり、現在、収容

局接続として整理されているＮＴＴ東西の地域ＩＰ網同士を接続したＩＰｖ６サービスを

提供するための機能は、中継局接続の形態で行われていると整理することが適当

であることから、当該機能を特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能として新た

に規定するものである。 

 

３）イーサネットサービスに係る機能（イーサネットフレーム伝送機能） 

 

 ＮＴＴ東西の中継局に設置されるＮＧＮのイーサネットスイッチに接続してイーサネット

サービスを提供するための機能をアンバンドルするものである。 

 

 

 
ＮＧＮ等に係る網機能のアンバンドルのイメージ
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（２）メガデータネッツに係る機能の規定整備（☞改正接続料規則第４条） 

 

現在、ＮＴＴ東西の接続約款では、メガデータネッツに関し単数対地の相手固定通

信であるＰＶＣ（Permanent Virtual Circuit）回線に係る接続機能については、データ伝

送機能として接続料が設定されている。 

 

当該機能は、平成 15 年３月 14 日付け情報通信審議会答申（情審通第 38 号）にお

ける要望事項を踏まえ、実際費用方式に基づく平成１５年度接続料等の改定に係る

接続約款（平成 16 年２月 17 日総基料第 232 号で認可）において規定された経緯があ

ること、また、既に一般専用線等が基本的な接続機能として規定されており、メガデー

タネッツのＰＶＣ回線に係る接続機能は一般専用線等と相違がないことを踏まえれば、

ネットワークが本来有すべき基本的な接続機能としてその位置付けを明確化すること

が適当であるため、今回、メガデータネッツのＰＶＣ回線に係る接続機能についてデー

タ伝送機能としてアンバンドル機能に追加する規定整備を行うものである。 

 

（３）標準的接続箇所の追加 

 

ＮＴＴ東西が接続の技術的条件を接続約款に記載すべき箇所（標準的接続箇所）とし

て次の箇所を追加するものである。 

 

 １）イーサネットフレーム伝送機能に係る標準的接続箇所（☞改正施行規則第23条の４第９号） 

    

 イーサネットフレーム伝送機能の標準的接続箇所として中継局に設置されるイーサ

ネットスイッチを追加するものである。 

 

 ２）収容局接続に係る機能の標準的接続箇所（☞改正施行規則第23条の４第10号） 

 

ルーティング伝送機能のうち一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能等の標準的

接続箇所として収容局に設置されるルータを追加するものである。 

 

３．網機能提供計画の届出を要しない機能の追加

 

１）イーサネットスイッチに係る機能及びＳＩＰサーバに係る機能の追加（☞改正施行規則第

24 条の５第 13 号及び第 14 号） 

  

イーサネットスイッチやＳＩＰサーバは、競争的に市場から供給が受けることが可能で

あり、また、その開発ペースが速く、機能更改も頻繁に行われること等を踏まえれば、当
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該設備に係る機能は、網機能提供計画の届出を要しない機能とすることが適当と考えら

れる。 

 ただし、イーサネットスイッチに係る機能等は、ルータと同様、網機能提供計画を要しな

い機能とはするものの、情報開示告示において必要な情報を事前に情報開示することと

する。 

 

 

Ⅲ 施行日等 

 

 施行期日は公布の日とする。ただし、以下の機能のアンバンドルに係る規定は、それ

ぞれ以下の日までは適用しないものとする。 

 

 ルーティング伝送機能（特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能を除く。） 

平成 21 年３月 31 日 

 

 イーサネットフレーム伝送機能 

平成 22 年３月 31 日 

 

 ただし、接続料原価を算定するために必要なコストドライバに関する状況やアンバンド

ル機能の利用の動向等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の省令について

検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。 
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（参考）諮問対象外の告示等の改正 

 

４．網機能提供計画の届出対象外であるルータ等に係る情報提供時期の明確化 

（情報開示告示の一部改正）

 

 ■答申において、「現在、ルータ等に係る情報提供を定めた情報開示告示には、情報

提供時期の定めがないことから、原則として事前の合理的な時期には必要な情報

が提供されるように情報開示告示を改正することが適当」との考え方が示された。 

 

 ■同答申を踏まえ、網機能提供計画の届出を要しないルータ等の機能について、新た

な網機能を提供する場合、その機能の情報について原則として提供予定時期の 90

日前までに開示するものとする。 

 

 

５．アンバンドル機能の競争セーフガード制度の検証対象への追加 

（競争セーフガード制度の運用に関するガイドラインの改定）

 

 ■答申において、「今後、ＮＧＮの稼働に伴い、新たな機能の追加が想定されること等

を踏まえれば、アンバンドルの要否もその検証対象にするように、「競争セーフガー

ド制度の運用に関するガイドライン」を改定することが適当」との考え方が示されたこ

とを踏まえ、アンバンドル機能について競争セーフガード制度の検証対象に追加す

るものとする。 

 

 



 
     

 

４
４
 

○ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 の 基 準 等 ）  

第 二 十 三 条 の 二 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 指 定 は 、 告 示 に よ つ て こ れ

を 行 う 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 務 大 臣 は 、 当 該 指 定 を 受 け る こ と

と な る 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と

す る 。  

２ ・ ３ （ 略 ）  

４ 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 総 務 省 令 で 定 め る

も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一 符 号 （ 電 気 通 信 役 務 の 制 御 又 は 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 信

号 （ 以 下 単 に 「 信 号 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） 、 音 響 若 し く は 影 像 の

交 換 、 編 集 若 し く は 変 換 又 は 通 信 路 の 設 定 （ 以 下 「 交 換 等 」 と

い う 。 ） の 機 能 を 有 す る 電 気 通 信 設 備 （ 以 下 「 交 換 等 設 備 」 と い

う 。 ） で あ つ て 次 に 掲 げ る も の 

イ 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 直 接 収 容 す る も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

ロ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 以 外 の 交 換 等 設 備 で あ つ て 、

当 該 単 位 指 定 区 域 内 に お け る 通 信 を 行 う も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

二 伝 送 路 設 備 で あ つ て 次 に 掲 げ る も の 

イ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 が 設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下

「 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 」 と い う 。 ） 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 の 基 準 等 ）  

第 二 十 三 条 の 二 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 指 定 は 、 告 示 に よ つ て こ れ

を 行 う 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 務 大 臣 は 、 当 該 指 定 を 受 け る こ と

と な る 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と

す る 。  

２ ・ ３ （ 略 ）  

４ 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 総 務 省 令 で 定 め る

も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  符 号 （ 電 気 通 信 役 務 の 制 御 又 は 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 信

号 （ 以 下 単 に 「 信 号 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） 、 音 響 又 は 影 像 の 交 換

若 し く は 編 集 又 は 通 信 路 の 設 定 （ 以 下 「 交 換 等 」 と い う 。 ） の 機

能 を 有 す る 電 気 通 信 設 備 （ 以 下 「 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） で あ つ

て 次 に 掲 げ る も の 

イ 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 直 接 収 容 す る も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

ロ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 以 外 の 交 換 等 設 備 で あ つ て 、

当 該 単 位 指 定 区 域 内 に お け る 通 信 を 行 う も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

二 伝 送 路 設 備 で あ つ て 次 に 掲 げ る も の 

イ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 が 設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下

「 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 」 と い う 。 ） 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設

電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表



 
     

 

４
５
 

備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備 」 と い う 。 ） 
ロ 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 と 、 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 が

設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 」 と い う 。 ）

と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 」 と い う 。 ） 

三 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 及 び 前 二 号 の 設 備 に よ り 提 供 さ

れ る 電 気 通 信 役 務 に 係 る 情 報 の 管 理 、 電 気 通 信 役 務 の 制 御 及 び

端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 設 備 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 交 換 等 設 備 、 伝 送 路 設 備 又 は 端

末 設 備 で あ つ て 当 該 設 備 と の 接 続 が 利 用 者 の 利 便 の 向 上 及 び 電

気 通 信 の 総 合 的 か つ 合 理 的 な 発 達 に 不 可 欠 な も の 
 

第 二 十 三 条 の 三 （ 略 ） 
 

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 認 可 の 基

準 ）  

第 二 十 三 条 の 四 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 イ の 総 務 省 令 で 定 め る

箇 所 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に お け る 、 利 用 者 の 電 気 通 信 設

備 の 側 の 箇 所  

二 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の 

イ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 

ロ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 

備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備 」 と い う 。 ） 

ロ 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 と 、 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 が

設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 」 と い う 。 ）

と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 」 と い う 。 ） 

三 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 及 び 前 二 号 の 設 備 に よ り 提 供 さ

れ る 電 気 通 信 役 務 に 係 る 情 報 の 管 理 、 電 気 通 信 役 務 の 制 御 及 び

端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 設 備  

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 交 換 等 設 備 、 伝 送 路 設 備 又 は 端

末 設 備 で あ つ て 当 該 設 備 と の 接 続 が 利 用 者 の 利 便 の 向 上 及 び 電

気 通 信 の 総 合 的 か つ 合 理 的 な 発 達 に 不 可 欠 な も の 
 

第 二 十 三 条 の 三 （ 略 ） 
 

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 認 可 の 基

準 ）  

第 二 十 三 条 の 四 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 イ の 総 務 省 令 で 定 め る

箇 所 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に お け る 、 利 用 者 の 電 気 通 信 設

備 の 側 の 箇 所  
二 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の 

イ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 

ロ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 



 
     

 

４
６
 

三 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置 に お け る 、 第 一

種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 反 対 側 の 箇 所  
四 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る Ｉ イ ン タ フ ェ ー ス 加 入 者

モ ジ ュ ー ル （ 主 と し て 音 声 伝 送 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 で あ つ て 電 話 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 設

備 を 除 く も の を い う 。 ） に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備

の 側 の 箇 所  

五 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備

又 は 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設

備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置  

六 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等

設 備 に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 側 の 箇 所  

七 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 光 信 号 の 伝 送 に 係 る 主 配

線 盤  

八 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設

備 又 は 当 該 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 の 設 置 さ れ る 単 位 指 定

区 域 と 異 な る 単 位 指 定 区 域 に 設 置 さ れ て い る 第 一 種 指 定 中 継 系

交 換 等 設 備 間 の 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 と の

間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置 

九 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ

（ イ ー サ ネ ッ ト の フ レ ー ム を 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を い

う 。 ） 

十 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 又 は 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ

る ル ー タ （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル に よ り 符 号 を 交 換 す る た

三 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置 に お け る 、 第 一

種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 反 対 側 の 箇 所  

四 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る Ｉ イ ン タ フ ェ ー ス 加 入 者

モ ジ ュ ー ル （ 主 と し て 音 声 伝 送 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 で あ つ て 電 話 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 設

備 を 除 く も の を い う 。 ） に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備

の 側 の 箇 所  

五 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備

又 は 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設

備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置  

六 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等

設 備 に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 側 の 箇 所  

七 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 光 信 号 の 伝 送 に 係 る 主 配

線 盤  

八 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設

備 又 は 当 該 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 の 設 置 さ れ る 単 位 指 定

区 域 と 異 な る 単 位 指 定 区 域 に 設 置 さ れ て い る 第 一 種 指 定 中 継 系

交 換 等 設 備 間 の 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 と の

間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置  
 
 
 

九 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る ル ー タ （ イ ン タ ー ネ ッ ト

プ ロ ト コ ル に よ り 符 号 を 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を い う 。 ）  



 
     

 

４
７
 

め の 電 気 通 信 設 備 を い う 。 ）  
十 一 信 号 用 中 継 交 換 機 （ 信 号 の 交 換 を 行 う 設 備 を い う 。 ） の 設 置

の 場 所 と 同 一 の 建 物 内 に 設 置 さ れ る 信 号 用 伝 送 装 置 並 び に 第 一

種 指 定 市 内 交 換 局 及 び 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 信 号

用 伝 送 装 置  

２ ・ ３ （ 略 ） 
 
 （ 届 出 を 要 し な い 機 能 ） 

第 二 十 四 条 の 五 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、

次 の と お り と す る 。 

一 〜 十 二 （ 略 ） 

十 三 イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ に よ り イ ー サ ネ ッ ト の フ レ ー ム を 交

換 す る た め の 機 能 

十 四 Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ （ Ｉ Ｐ ア ド レ ス （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル

に よ る 通 信 を 行 う た め の 電 気 通 信 設 備 を 識 別 す る た め に 割 り 当

て ら れ る 番 号 を い う 。 ） の 付 与 、 電 気 通 信 役 務 の 品 質 を 分 類 し 帯

域 を 確 保 す る た め の 制 御 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル に よ る パ

ケ ッ ト 伝 送 の 制 御 又 は 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 認 証 等 を 行 う 設

備 を い う 。 ） に よ り セ ッ シ ョ ン 制 御 （ 呼 を 制 御 す る た め の プ ロ ト

コ ル に よ り 通 信 の 確 立 又 は 切 断 を 制 御 す る こ と を い う 。 ） を 行 う

た め の 機 能 

 

十 信 号 用 中 継 交 換 機 （ 信 号 の 交 換 を 行 う 設 備 を い う 。 ） の 設 置 の

場 所 と 同 一 の 建 物 内 に 設 置 さ れ る 信 号 用 伝 送 装 置 並 び に 第 一 種

指 定 市 内 交 換 局 及 び 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 信 号 用

伝 送 装 置  

２ ・ ３ （ 略 ） 
 
 （ 届 出 を 要 し な い 機 能 ） 

第 二 十 四 条 の 五 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、

次 の と お り と す る 。 

一 〜 十 二 （ 略 ） 
 

  附 則 
 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 



 
     

 

４
８
 

○ 接 続 料 規 則 （ 平 成 十 二 年 郵 政 省 令 第 六 十 四 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

（ 用 語 ） 

第 二 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行

規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 、 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭

和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 六 号 ） 及 び 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会

計 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 九 十 一 号 。 以 下 「 接 続 会 計 規 則 」 と い

う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

２ こ の 省 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。 

 一 〜 三 （ 略 ） 

 四 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 に

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ と 連 携 し て セ ッ シ ョ ン 制

御 の 機 能 を 提 供 す る も の を い う 。 

五 一 般 第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 に

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ と 相 互 に 対

向 す る も の を い う 。 

六 一 般 第 一 種 指 定 ル ー タ 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 及 び 一 般

第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ を い う 。 

七 特 別 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 に

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 以 外 の も の

を い う 。 

八 特 別 第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 に

（ 用 語 ） 

第 二 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行

規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 、 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭

和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 六 号 ） 及 び 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会

計 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 九 十 一 号 。 以 下 「 接 続 会 計 規 則 」 と い

う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

２ こ の 省 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。 

 一 〜 三 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 



 
     

 

４
９
 

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 一 般 第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ 以 外 の も の

を い う 。 
九 特 別 第 一 種 指 定 ル ー タ 特 別 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 及 び 特 別

第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ を い う 。 

十 Ｉ Ｐ 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 用 い て 音 声 伝 送 を 行

う こ と に よ り 提 供 す る 電 話 の 役 務 を い う 。 

十 一 関 門 交 換 機 第 一 種 指 定 中 継 交 換 等 設 備 と 他 の 電 気 通 信 事

業 者 の 電 気 通 信 設 備 と を 接 続 す る 場 合 に お い て こ れ ら の 設 備 の

間 に 設 置 さ れ る 第 一 種 指 定 中 継 交 換 機 で あ っ て 、 通 信 路 を 設 定 す

る 機 能 、 接 続 料 の 精 算 に 係 る 情 報 を 送 信 す る 機 能 及 び 発 信 者 の 電

気 通 信 番 号 を 転 送 す る 機 能 を 提 供 す る も の を い う 。 

十 二 セ ル リ レ ー 装 置 Ａ Ｔ Ｍ デ ー タ 伝 送 方 式 （ 非 同 期 転 送 モ ー ド

を 用 い て デ ー タ を 伝 送 す る た め の 通 信 方 式 を い う 。 ） に よ り セ ル

を 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を い う 。 

 十 三 ・ 十 四 （ 略 ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 ・ 五 （ 略 ） 

第 三 条 （ 略 ） 

（ 機 能 ） 

第 四 条  法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、 次

の 表 の 上 欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し た 設 備

等 を 次 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に こ れ ら

を 設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以 下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と す る 。

機 能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

一 〜 六 （ 略 ） 

六 の 二 一 般 収 容 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 一 般 第 一 種

第 三 条 （ 略 ） 

（ 機 能 ） 

第 四 条  法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、 次

の 表 の 上 欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し た 設 備

等 を 次 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に こ れ ら

を 設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以 下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と す る 。 
機 能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

一 〜 六 （ 略 ） 

六 の 二 ル ー テ ィ ン グ ル ー タ 及 び 伝 送 路 設 備 に ル ー タ 及 び



 
     

 

５
０
 

ル ー テ

ィ ン グ

伝 送 機

能 

ル ー タ 接

続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

送 機 能 

気 通 信 設 備 を 一 般 第 一 種

指 定 収 容 ル ー タ （ 専 ら Ｉ

Ｐ 電 話 の 提 供 の 用 に 供 さ

れ る も の を 除 く 。 ） で 接 続

す る 場 合 に お け る 一 般 第

一 種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送

路 設 備 に よ り 通 信 の 交 換

及 び 伝 送 を 行 う 機 能 （ Ｓ

Ｉ Ｐ サ ー バ と 連 携 し て 提

供 す る セ ッ シ ョ ン 制 御 の

機 能 を 除 く 。 ） 

指 定 ル ー タ

及 び 当 該 一

般 第 一 種 指

定 ル ー タ に

係 る 伝 送 路

設 備 又 は Ｓ

Ｉ Ｐ サ ー バ 

一 般 中 継

ル ー タ 接

続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

送 機 能 

他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電

気 通 信 設 備 を 一 般 第 一 種

指 定 中 継 ル ー タ （ 専 ら Ｉ

Ｐ 電 話 の 提 供 の 用 に 供 さ

れ る も の を 除 く 。 ） で 接 続

す る 場 合 に お け る 一 般 第

一 種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送

路 設 備 に よ り 通 信 の 交 換

及 び 伝 送 を 行 う 機 能 

特 別 収 容

ル ー タ 接

続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電

気 通 信 設 備 を 特 別 第 一 種

指 定 収 容 ル ー タ で 接 続 す

る 場 合 に お け る 特 別 第 一

特 別 第 一 種

指 定 ル ー タ

及 び 当 該 特

別 第 一 種 指

伝 送 機 能 よ り 通 信 の 交 換 並 び に 伝

送 を 行 う 機 能 

当 該 ル ー タ

に 係 る 伝 送

路 設 備 並 び

に こ れ と 一

体 と し て 設

置 さ れ る 通

信 路 の 設 定

の 機 能 を 有

す る 電 気 通

信 設 備 （ 交

換 設 備 を 除

く 。 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 

５
１
 

送 機 能 種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送 路

設 備 に よ り 通 信 の 交 換 及

び 伝 送 を 行 う 機 能 

定 ル ー タ に

係 る 伝 送 路

設 備 並 び に

こ れ と 一 体

と し て 設 置

さ れ る 通 信

路 の 設 定 の

機 能 を 有 す

る 電 気 通 信

設 備 （ 交 換

設 備 を 除

く 。 ） 

特 別 中 継

ル ー タ 接

続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

送 機 能 
他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電

気 通 信 設 備 を 特 別 第 一 種

指 定 中 継 ル ー タ で 接 続 す

る 場 合 に お け る 特 別 第 一

種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送 路

設 備 に よ り 通 信 の 交 換 及

び 伝 送 を 行 う 機 能 

関 門 交 換

機 接 続 ル

ー テ ィ ン

グ 伝 送 機

能 

他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電

気 通 信 設 備 を 関 門 交 換 機

で 接 続 す る 場 合 に お け る

一 般 第 一 種 指 定 ル ー タ 及

び 伝 送 路 設 備 に よ り 通 信

の 交 換 及 び 伝 送 を 行 う 機

能 

一 般 第 一 種

指 定 ル ー タ

及 び 当 該 一

般 第 一 種 指

定 ル ー タ に

係 る 伝 送 路

設 備 、 Ｉ Ｐ

電 話 を 提 供

す る た め に

パ ケ ッ ト 交

換 網 と 固 定

電 話 網 と の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 

５
２
 

間 の 接 続 制

御 を 行 う た

め の 装 置 及

び 符 号 等 を

変 換 す る た

め の 装 置 並

び に Ｓ Ｉ Ｐ

サ ー バ 

六 の 三 イ ー サ ネ ッ ト

フ レ ー ム 伝 送 機 能 

イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ 及

び 伝 送 路 設 備 に よ り 通 信

路 の 設 定 及 び 伝 送 を 行 う

機 能 

イ ー サ ネ ッ

ト ス イ ッ チ

及 び 当 該 イ

ー サ ネ ッ ト

ス イ ッ チ に

係 る 伝 送 路

設 備 

七 （ 略 ） 

七 の 二 デ ー タ 伝 送 機

能 

セ ル リ レ ー 装 置 及 び 伝 送

路 設 備 に よ り 通 信 路 の 設

定 及 び 伝 送 を 行 う 機 能 

セ ル リ レ ー

装 置 及 び 当

該 セ ル リ レ

ー 装 置 に 係

る 伝 送 路 設

備 

八 〜 十 四 （ 略 ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

七  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

八 〜 十 四  （ 略 ）  

 



 
     

 

５
３
 

   附 則 
（ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で の 間 は 、 適 用 し な い 。 

一 第 四 条 の 表 六 の 二 の 項 （ 特 別 収 容 ル ー タ 接 続 ル ー テ ィ ン グ 伝 送 機 能 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 改 正 規 定 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一 日 

二 第 四 条 の 表 六 の 二 の 項 の 次 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 
 （ 検 討 ） 

第 二 条 総 務 大 臣 は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お け る 接 続 料 の 原 価 算 定 に 必 要 な 配 賦 基 準 に 関 す る 状 況 及 び 第 四 条 に 規 定 す る 機 能 の 利 用 の 動 向 等

を 勘 案 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 接 続 料 規 則 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 要 の 措 置 を 講 ず る

も の と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 

５
４
 

○ 平 成 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 四 十 三 号 （ 電 気 通 信 事 業 法 三 十 三 条 第 一 項 及 び 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に  
基 づ く 指 定 に 関 す る 件 ） 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の 

一 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 加 入 者 側 終 端 装 置 、 第 一 種 指 定 市 内 交 換

局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 、 加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置 及 び 加 入 者

線 終 端 装 置 を 含 む 。 ） 

二 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 一 号 の 交 換 等 設 備 （ 次 に 掲 げ る

も の に つ い て は 、 そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ）

 イ ル ー タ 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 へ の 振 り 分 け 機

能 を 有 す る こ と 又 は 当 該 機 能 を 有 す る ル ー タ と 相 互 に 対 向 す る

こ と  
  
 
 
  ロ デ ジ タ ル 加 入 者 回 線 ア ク セ ス 多 重 化 装 置 （ 国 際 電 気 通 信 連 合

電 気 通 信 標 準 化 部 門 勧 告 G.992.1 Annex C 又 は G.992.2 Annex 
C に 準 拠 す る 伝 送 方 式 に よ る も の に 限 る 。 ） 又 は デ ジ タ ル 加 入

者 回 線 信 号 分 離 装 置 接 続 を 請 求 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 同 種 の

設 備 を 設 置 す る こ と が で き な い 場 所 に 設 置 さ れ て い る こ と 

三 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 二 号 の 伝 送 路 設 備 

四 信 号 用 伝 送 路 設 備 及 び 信 号 用 中 継 交 換 機 

次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の 

一 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 加 入 者 側 終 端 装 置 、 第 一 種 指 定 市 内 交 換

局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 、 加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置 及 び 加 入 者

線 終 端 装 置 を 含 む 。 ） 

二 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 一 号 の 交 換 等 設 備 （ 次 に 掲 げ る

も の に つ い て は 、 そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ） 
 イ ロ に 掲 げ る も の 以 外 の ル ー タ  他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 

気 信 設 備 へ の 振 り 分 け 機 能 を 有 す る こ と 又 は 当 該 機 能 を 有 す る

ル ー タ と 相 互 に 対 向 す る こ と 

ロ 専 ら Ｉ Ｐ 電 話 の 役 務 の 提 供 の 用 に 供 さ れ る ル ー タ そ の ル 

ー タ 又 は そ の ル ー タ と 相 互 に 対 向 す る ル ー タ が 、 固 定 端 末 系 伝 送

路 設 備 を 直 接 収 容 し 、 か つ 、 ハ に 掲 げ る 条 件 に 該 当 す る こ と 
  ハ デ ジ タ ル 加 入 者 回 線 ア ク セ ス 多 重 化 装 置 （ 国 際 電 気 通 信 連 合 

電 気 通 信 標 準 化 部 門 勧 告 G.992.1 Annex C 又 は G.992.2 Annex 
C に 準 拠 す る 伝 送 方 式 に よ る も の に 限 る 。 ） 又 は デ ジ タ ル 加 入 

者 回 線 信 号 分 離 装 置 接 続 を 請 求 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 同 種 の 
設 備 を 設 置 す る こ と が で き な い 場 所 に 設 置 さ れ て い る こ と 

三 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 二 号 の 伝 送 路 設 備 

四 信 号 用 伝 送 路 設 備 及 び 信 号 用 中 継 交 換 機 



 
     

 

５
５
 

五 Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ 
六 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス 、 サ ー ビ

ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

七 Ｐ Ｈ Ｓ の 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 と の 接 続 に 用 い る Ｐ Ｈ

Ｓ 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 並 び に 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め に 用 い ら れ る

サ ー ビ ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

八 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備 

九 電 気 通 信 番 号 の 案 内 又 は 手 動 に よ る 通 信 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第

二 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 及 び 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又

は 第 三 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 と 前 各 項 に 掲 げ る 電 気 通 信

設 備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 、 第 三 項 、 第 四 項 又 は

前 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

 

五 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス 、 サ ー ビ

ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

六 Ｐ Ｈ Ｓ の 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 と の 接 続 に 用 い る Ｐ Ｈ

Ｓ 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 並 び に 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め に 用 い ら れ る

サ ー ビ ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

七 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備 

八 電 気 通 信 番 号 の 案 内 又 は 手 動 に よ る 通 信 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第

二 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 、 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又 は

第 三 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

九 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 と 前 各 項 に 掲 げ る 電 気 通 信

設 備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 、 第 三 項 、 第 四 項 又 は

前 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 
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